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開会 午前１０時２７分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） ただいまから、平成１８年第４回定例会を開会します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、３番齊藤且議員及び８番髙橋議員

を指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今定例会の会期は、本日から１２月２０日までの９日間としたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、９日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の３ 諸般報告に入ります。 

 初めに、議会事務報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省

略し、直ちに質問を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質問ないようですから、議会事務報告については報告済みとしま

す。 

 次に、教育委員会審議事項報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質問を受けます。教育委員会です。 
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 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 実は、北海道の滝川市をはじめ、全国的にいじめの問題が憂慮

すべき状況にあると。はやりはんてんを着たような国民性というのもあると思うのです

が、この種のものがはやりに流されてというようなことは異常なことですし、年端もいか

ない中学生あたりが自殺予告を文科省に出したりとか、都道府県教育委員会に出したりと

かという、このことも極めて異常だなという気がします。最近も、近隣市で、その実例に

ついて議会論議になったのでしょうか、少しく新聞報道もありました。 

 そこで、先般の決算委員会において、少しこの辺の実態を報告していただき、そして件

数はともあれ、市内にもそういう実態があるとすれば、市教委としてどんな対処をしてお

られるか、どんな方針を示しておられるか、さらには道教委からはどんな指示があるの

か。こうしたことについて、ひとつかいつまんで教育員会の方から御答弁をいただきま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） 吉田教育次長。 

◎教育次長（吉田正幸氏） いじめに関しては、学校の方から、今、報告書という形では

３件上がってきております。 

 教育委員会の対応といたしましては、学校と連携をとって、教育委員会も積極的にかか

わっていくということでは、学校での保護者会での教育委員会の参加、さらに学校等に指

導なりをしたり、教育委員会も積極的にこのことについてかかわっていくということでご

ざいます。 

 教育委員会としても、いじめに特化して、今回１１月２１日、学校訪問を行っておりま

す。その報告以外について、特段の報告はそのときはなかったというふうなことです。 

 また、道教委からは、いろいろ滝川等の問題もありますので、いじめと感じられるとい

うような案件について積極的に報告を受けた場合には、教育委員会もかかわる、さらに道

局にも報告をするというようなことで、対応をするようにという指導はございます。 

 さらに、私どもは、１２月１１日から１３日の間、各学校でいじめに関するアンケート

を実施いたします。また、北海道の教育委員会も少し内容は違いますけれども、アンケー

トをとるというようなことで、さらに教師、父兄等から見えない部分のいじめの掘り起こ

し、一方向からだけの見方でなく、いろんな手を使って、アンケート等で、隠された事実

があるとしたらその辺を利用して発掘できるのではないのかなというふうに思っておりま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 今のアンケートは、それは父母に対するアンケートのことを

いったのですか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 吉田教育次長。 

◎教育次長（吉田正幸氏） 三笠市の教育委員会のアンケートは、お子様、児童生徒に対

して行います。 
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◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） そこで、全国的な事例を見ると、やはり子供はいじめられた実

態があっても他人にも言えない、あるいは中には父母にも言えないケースなんかもあっ

て、なかなかその実態を把握するということの難しさも報道の中にかいま見えるような気

がするのですね。それから、自殺を図ったケースなどでは、一番身近な存在であるはずの

母親はそれを把握して、担任なり学校サイドにそのことを通知したけれども、具体的な対

処をしてくれなかったというようなケースも散見されていますよね。 

 そこで、私、この場合の一つの提言として、既に市教委として頭に入っていると思いま

すけれども、今、これ短期日でこの問題が全国的に終息するとは思えないので、やはり継

続的にアンケートは子供たちに対してもそうなのですが、父母に対しても場合によっては

必要なのではないかという気がします。 

 それから一方、学校サイドのことで言えば、経営者たる校長、それを補佐する教頭、そ

れから学年主任だとか、教務主任だとかいろいろいらっしゃいますよね。そして、担任の

先生が一番そういった実態を把握していなければならないと思うのですけれども、意外と

その責任を問われることにきゅうきゅうとして、臭い物にふたをしてしまうケースがある

のではないか。となれば、ここのところが一番怖いかなと。ですから、一つの提言ですけ

れども、継続的にいじめにかかわる委員会のようなものを教育委員会主導で設置をして、

絶対うちのまちではいじめによるそういう事故を起こさないという強い決意を持ってもら

いたいし、場合によっては緊急アピールのようなことがあってもいいのではないかと。こ

れは私の提言です。この部分の答弁をお願いします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 冨樫教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） 今お話しいただきましたように、三笠においても、ことし、特

に１０月、１１月に、３件のいじめに対する報告がありました。 

 今発言いただきましたように、学校の担任の先生に言えない部分、いろんなことあるも

のですから、いろんな角度からの調査を教育委員会としております。また、これについて

は、関係する空知教育局にも直ちに報告をして、今その対処について進行中であります。

空知教育局も直接三笠に入って、学校に入って、校長、教頭に指導も１回ありましたし、

私どもも校長会の臨時会を中心として２回、いろんないじめに対する認識の統一ですと

か、いろんな対処方法についてやっておりますし、公式・非公式ありますけれども、教育

委員会においても事あるごとにその辺の話し合いをしております。 

 今回、そういうことが去年まであったのでしょうけれども、ないということだったので

すが、ことし３件ということで報告を受けましたので、市のアンケートは、今お話しいた

だいたように、封筒で、学校で記入しないで家庭に持ち帰っていただいて、家庭で封をし

ていただいて提出をしていただくということで考えております。 

 うちの場合には、そういうことがあったものですから、今準備して、この１２日にやろ

うと思っておりますが、道のやつは、さらに今度教員に対してもアンケートが入っており
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ますし、これはすべて道の方も家庭に、子供に持ち帰っていただいて、その集約は教育委

員会も中を見ないで、すべて道教委に開封しないまま集めて、そして道教委でその集約、

解析をして公表するということになっております。これは、年明けにすることになろうと

思います。したがいまして、その辺の資料なり我々が押さえているいろんな調査の中で、

今後、継続的に起きないように対応してまいりたいと、こう思っております。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに。 

 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） 一度はお話を教育長からされたわけですけれども、学校の体質と

いうものがここまで陰湿な形の中で、結果的として本当にとうとい命、若い子供たちの命

が失われていったいう部分があるのではないかと思っています。そういう意味で、学校が

いかに社会に開放されているか、そして社会の大人たちがいかに学校について注目をして

いるかという形をやっぱりこの時代オープンにしていかないと、先生だけでは、学校だけ

ではということですべての今の問題を解決するということは不可能だと私は思っていま

す。社会を巻き込んだ、要するに将来の日本の宝である子供たちをどう育てていくかとい

うことの基本的な、学校の問題だけではなくて、その部分から入っていかなければ根本的

な解決ができないのではないかと思っています。それで、できる限り学校をそういう形の

中でオープンにしていくという形、あるものはあるという、悪いことにふたをしないとい

うことの体質を、やっぱり父兄もそろってそのことを求めていかなければいけないわけで

すし、市民もそこに興味を持っていかなければいけないということなのだと思います。

やっぱり多くの目でそのものを見ていくことによって、その悪いものは少なくなっていく

わけですし、いいものは伸びていくという、この基本的なことを考えて、また、そのこと

が計画的に実行できる形をとって、この問題、時間がかかったとしても解決がされると私

は思っているのですが、その辺教育長はどう思われますか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） 今おっしゃっていただいたとおりだと思っております。 

 まず、教育委員会としては、いじめが報告された場合に、正確にその実態を把握するよ

うに努力をしております。それから、その把握ができて、そういう事例があったというこ

とになりますと、その学校に対して、校長、教頭はもとより、教員に対する指導もしてお

りますし、今おっしゃっていただきましたように、実態調査を私ども教育委員会がやりま

すと、そういうことがあるよと子供たちがアンケートなりレポートを書いてくれる場合も

ありますけれども、やっぱり担任がその子供たちに聞くと、いや、そんなことはありませ

んというようなことが学校の調査ではあるやにも聞いています。そういうことを含めて、

今後ともいろんな方策、これ非常に難しい、いじめられている人が、子供がいじめられた

と思ったときがいじめだということですから、その心の悩みというのは非常に難しいとは

思いますけれども、多くのやっぱりチャンネルでいじめの情報を集めて、解決をしていく

と。特に、いじめられている子供を中心として、その子供の不安なり心配なり、悩みを解
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決していくような方向で頑張ってまいりたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） そういう努力をされているということの理解は十分しておりま

す。また、本当になかなか発見ができない部分というのもあるのでしょうし、どうしても

陰にこもってしまうというのもあるのだと思います。そういう中で、なかなかその発見と

いうのは、本当に学校の現場だけでは難しいものがあるのだろうなと思っております。 

 それで、やはり先ほどからお話ししているように、要するに学校を開放していく、また

家庭の中で自分の子供に対していじめているのか、いじめられていないのかとかというこ

とをやっぱりオープンに話せる、そういう状況、何ぼ親が忙しくてもその時間をとるとい

う努力も必要だと思いますし、また、その環境の中で隣近所の人たちがその状況を把握し

たときには、やっぱりそのものを伝えながらその子を守っていくという、そういうような

形をぜひ構築していただいて、一日も早くその問題というものを解決していく努力をして

いただきたいということをお願いを申し上げて、終わりにさせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに。 

 佐藤議員。 

◎４番（佐藤孝治氏） ただいま教育委員会の方の答弁の方で、３件の報告があったとい

う部分でなのですけれども、やはりいじめた側にしても、いじめられた方にしても、それ

なりの指導が入って、不安を取り除くという形で指導が入っていると思いますけれども、

三笠市として、スクールカウンセラーの活用という部分で、どのようにお考えでしょう

か。ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 冨樫教育長。 

◎教育長（冨樫繁樹氏） スクールカウンセラーについては、固定してうちの方に、今、

残念ながら三笠にはおりません。そういうこともありまして、必要な都度、道教委なり児

童相談所なりにお願いをして来ていただいているというのが実態でございます。 

 ただ、今回、こういうぐあいに短期集中的にそういう報告がなされたものですから、来

年度の中では一定の期間、そう多くはできないと思いますけれども、学校を回って、カウ

ンセラーの先生の目からアドバイスなり、そういう問題があるものについての適切な対応

を指導していただくことも考えてみたいなと、こう思っております。 

◎議長（扇谷知巳氏） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質問ないようですから、教育委員会審議事項については、報告済

みとします。 

 次に、一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 小林市長、登壇報告願います。市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 
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◎市長（小林和男氏） 行政報告させていただきます。 

 まず、報告第１号市長行動報告でございますが、２件ございます。 

 一つは、石狩川水系幾春別川総合開発事業（新桂沢ダム・三笠ぽんべつダム）の建設促

進に関して、幾春別川総合開発促進期成会として、岩見沢市並びに桂沢水道企業団のそれ

ぞれの代表の方々と一緒に行ってまいりました。 

 一つは、１１月２日に、札幌にあります石狩川開発建設部並びに北海道開発局に要請行

動を行いました。 

 まず一つは、ダムの完成を一日も早くやっていただきたいと。特に、この新桂沢ダムに

つきましては、平成１６年度に完成予定であったわけでありますが、もう既に１０年以上

の長きにわたってまだ完成されていないというようなことから、しかも最近の地球温暖化

のせいでしょうか、自然災害が非常に多く発生していると。特に、ことしの状況を見ます

と、８月、９月、１０月に集中的に起きておりまして、私たちが災害と言っておりました

台風だけではなくて低気圧や、あるいは日本で最大の記録になりました竜巻の発生など、

北海道については非常にこの自然災害がふえているという現況等もございまして、そう

いった意味からも一日も早い完成をお願いしてまいったところであります。それに対し

て、開発建設部の方の神保部長さんの方も、大変貴重な資料やら意見をいただいていると

いうことで、私たちも一生懸命一日も早い完成を目指して努力している状況でありますの

で、ぜひ期成会としても国に対してあらゆる手だてを投じながら努力していただきたいと

いうふうに、逆にお願いされた部分もございました。 

 また、北海道開発局にも同様の趣旨でお願いいたしました。それに対して、鈴木建設部

長あるいは本多局長みずからも要請を受けていただきまして、我々としても全力を挙げて

まいりたいと、このような御回答をいただいたところでございます。 

 続いて、１１月１６日に、同じく国土交通省北海道局並びに河川局、それから北海道出

身の衆参議員にお会いいたしまして、同じような要請を行ったところでございます。交通

省の北海道局の品川局長あるいは奥平審議官等にお会いいたしましてお願いいたしました

が、いずれも全力を挙げて河川局あるいは北海道局としての重要な事業の一つであるとい

う立場から努力してまいりたいというふうな御回答をいただいたところでございます。そ

の後、議員会館の方に参りまして、そこに記載されているような方々にお会いいたしまし

たが、議員会館におられた方々は、衆議院では、飯島夕雁衆議院議員、小平忠正衆議院議

員、それから参議院の方は、中川義雄参議院議員、伊達忠一参議院議員がおりましたの

で、同様趣旨でお願いしてまいりました。なお、峰崎参議院議員、風間参議院議員、小川

参議院議員については留守だったために、秘書へ要望、趣旨を説明して、よろしくお願い

してきたところであります。 

 以上が報告第１号であります。 

 続いて、報告第２号人事発令についてでありますけれども、これは市立総合病院の部分

でございまして、退職２名について人事発令をそれぞれ、１名については９月３０日付、
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もう一名については１０月３１日付で行ったところであります。 

 続いて、報告第３号平成１８年度の三笠市功労賞、貢献賞及び奨励賞の授与について、

１１月３日文化の日に市民会館２０２で、午前１１時から表彰式を行ったところでござい

ます。功労賞については、故北澤紘一議員ほか４名、計５名の方々に市政功労を。市政功

労は、故北澤議員と天野消防分団の班長さん、それから産業経済功労賞として、森田三男

前商工会役員並びに同じく鈴木誠商工会役員に授与いたしました。教育文化功労賞として

は、三婦連の役員をしておりました故高橋八重子さんに、それぞれ授与したところであり

ます。貢献賞については、前教育委員会の委員をやっておりました小野京子さんと、それ

から商工会の役員をやっておりました川村弘治さんに、２名貢献賞を授与いたしました。

また、奨励賞については、全国の理美容師大会ビュートピア２００５でグランドチャンピ

オンになりました土田治さんに授与いたしたところでございます。 

 以上が報告第３号であります。 

 続きまして、報告第４号について御説明申し上げます。 

 報告第４号は、市の工事でございまして、５件ございます。 

 上から順次説明させていただきますが、まず最初の三笠市公共下水道事業管渠新設第１

工区工事であります。これは、唐松青山町にありますスーパーバックのところから道道ま

での約１１０メートル、これについて管渠新設工事。 

 続いて、同じく唐松青山町にあります株式会社北海道プラスから道道までの区間約２４

７メートルについて、それぞれ第２工区として行ったところでございます。 

 続いて、同じく下水道工事で、管渠新設工事の第３工区でありますが、これは道道の新

幌内小学校のグラウンドの端から大体校舎までのおよそ１８６メートル、これを行ったと

ころであります。 

 次に、４番目は水道工事でございまして、これは清住町にあります墓地の一番高いとこ

ろにあります唐松配水池から墓地の大体中間くらいまでのところを、全長１６１メートル

の送水管と配水管の布設工事であります。この事業につきましては、平成１６年より開始

しておりまして、この唐松配水池からの送水管、配水管については、来年の平成１９年度

で終了する予定になっているところであります。 

 次の道道岩見沢三笠線の配水管改良工事でありますけれども、これは東清住町、ちょう

ど旧中中のところにありますタニグチ商店、昔本屋さんであったところでありますが、あ

そこからキンセキの坂のちょうど下までの区間約５９０メートル、これについて、あそこ

は石綿管ということでありまして、それをポリエチレンの管にかえるところであります。 

 以上が報告第４号の市の工事であります。 

 続いて、報告第５号北海道工事でありますが、これは３件ございます。 

 そこに記載してありますように、一つは、弥生のところにあります橋を、現在の橋より

も約２０メートル下流に新しい道路を敷設するための橋の建設工事でありまして、最初の

橋部分は橋げたをつくる工事、これは御承知のように、函館どっくが落札いたしまして、
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約１億１,３００万円ほどの事業であります。 

 その２番目が岩見沢三笠線の今度は橋の橋台、橋の両側に橋げたを乗っけるための基礎

工事というのですか、Ｌ型の基礎工事で、今回は真ん中に橋脚を置かないということで、

できるだけ水の流れをよくするという意味で、両側だけにその橋台をつくるというふうな

ことであります。 

 それから３番目は、ちょうど湯の元温泉のところにあります白亜トンネルの、こっちか

ら行くと出口になりますね。温泉側の方の出口がちょうど雪崩どめをやっているのですけ

れども、それだけでおさまらないと。昨年の冬に雪崩がそこで発生いたしましたものです

から、そこを補強するという意味で、さらに新しく新設して、雪崩どめをふやしていくと

いう形にする工事であります。いずれも市外の業者が請け負ったところでございます。 

 次、報告第６号国の工事でありますが、これは御承知のように、説明図に出ております

が、石狩川の改修工事の一つの方法として、監視カメラを設置するということでありまし

て、一つは、ちょうど高速道路の三笠のインター、あそこから幾春別川の方に向かったと

ころに萱野の水管橋、水を通す管が橋として渡してあるわけでありますけれども、そこに

カメラを設置するということと、それからもう一つは、清住のあそこに、今、これから工

事いたします市来知頭首工があるわけでありますけれども、この近く、こっちから行けば

青山通というのですか、青山町に行く、美園町から青山橋があるのですよ。それを上流に

向かったところに、そこにも同じようにカメラを設置して、それこそ河川の常時、管の観

測がといいますか、監視ができるように、これは開発局河川事務所であります光ケーブル

によってつながれておりまして、常時監視態勢をするということであります。 

 以上で、報告第６号については終わらせていただきます。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号企画総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏）  次に、報告第２号企画総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第３号企画総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第４号経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第５号経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第６号経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとし
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ます。 

 次に、選挙管理委員会行政報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質問を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質問ないようですから、選挙管理委員会行政報告については、報

告済みとします。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 一 般 質 問 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の４ 一般質問を行います。 

 一般質問については、猿田議員ほか３人からの通告がありますので、通告順に従い、順

次質問を許可します。 

 １０番猿田議員、登壇質問願います。 

（１０番猿田重夫氏 登壇） 

◎１０番（猿田重夫氏） 平成１８年第４回定例会において、通告順に質問をさせていた

だきます。 

 まず初めに、北海道指導の都市合併実情と本市の対応についてであります。 

 市長は、平成１５年１２月に合併問題について、市民アンケートの結果、合併して将来

のまちの姿に大きな不安を抱くよりも、みずからのまちはみずからがつくろうとの判断か

ら、市民の皆さんと心を一つにして自主的創造性を持って協働のまちづくりを行い、この

三笠のまちを子供や孫たちに継承することが最も大切で重大な責務であると決意し、自立

の道を選択しました。 

 私は、この３年間の中で、各自治体についての新聞報道を見ていますと、合併、自立に

ついての決断がなかなかできず、大変悩んでいるようであります。 

 三笠は、早いうちに自立を選択されました。市長の決断はまことに正しかったと思って

います。そこで、自立を選択した結果を今どう評価しているか、お聞きしたいと思いま

す。 

 次に、平成１５年、あの当時、３市２町１村の合併議論が活発にされていました。６市

町村による空知中央地域任意合併協議会を設立し、５回にわたる協議の結果、岩見沢、栗

沢、北村による新市の合併を見ましたが、三笠、美唄、月形はそれぞれの道を決意しまし

た。 

 しかし、北海道としても、自立を決意して、独自のまちづくりを行っている市町村に対

し、本年２月に、北海道から美唄、月形との合併の枠組みが示されたかのようなことが聞

こえてきますが、実際に具体的な行動等があったのか。このようなことが聞こえてくると

いうことは、北海道として並々ならぬ決意を持って市町村合併を推進してくると思われま
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す。道から示された合併問題についてどう考えているのか、お聞きしたいと思います。 

 次に、三笠市に対する地方交付税の実情と推移についてであります。 

 これらは一般的に、人口規模が小さい自治体ほど財政力指数も小さくなる、これは人口

規模が小さくなるほど働き手となる生産年齢人口の割合が小さくなり、その分税収が減

少、歳入に占める地方税収割合が低下し、財政力指数が悪化するためと言われています。

ちなみに、地方交付税交付金制度は、この財政需要と財政収支のギャップを交付金という

形で補う仕組みだが、現在進められている三位一体改革の名残の中で、この交付金自体が

大幅に縮減される傾向にあり、人口減少とともに道内市町村の財政状況は今まで以上に厳

しくなると言われる。三笠市としては、理事者、職員の方々の努力により、今のところ厳

しい状況ながらしっかりとした自治体運営を行っていると思うが、三笠市の財政状況はお

おむね地方交付税に頼っているところが大きいと思われます。小林市長就任以降、地方交

付税の予算と実績についてどのような形で取り組んできたのか、お示し願いたいと思いま

す。 

 また、平成１９年度から人口と面積を主体とした新型交付税を導入すると聞いています

が、そのことに対する影響についてどう推計しているか、お示し願いたいと思います。 

 次に、三笠市の財政展望と今後の見通しについてであります。 

 今後の財政展望の前に、小林市長就任以降、財政状況について、市長の的確な判断と職

員の努力により、私は良好な財政運営を行っていると評価しています。市長の率直な思い

を聞かせてほしいと思います。 

 今後、地方交付税の大幅な見直し、さらには地方自治体へのより厳しい積極的な行政改

革の推進が進められると思う。今後の展望をどう見ているか、聞かせてください。 

 また、４年前、大変な選挙戦を戦って、見事当選されました。この選挙戦を戦うに当た

り、市長は公約を掲げましたが、その進捗状況をどう評価されているのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

 夕張市の財政破綻、そして空知産炭地が抱える発展基金を一括返済、基金の取り崩しが

現実となった今、今後の財政展望についてどう考えているのか、また、これからの三笠に

とってどういう政策が必要と考えているか、お示し願いたいと思います。 

 以上、壇上での質問を終わります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 私の方からお答えいたします。 

 まず、道指導の都市合併の関係ということでございますけれども、現在、道の方では、

新しい市町村の組み合わせということで、これは決定されまして、示されています。御存

じのように、三笠につきましては、三笠、月形、美唄ということで示されています。た

だ、これは組み合わせが示されておりますけれども、具体的に道の方から国に対してどう

のこうのという指導はまだ現在のところ来ておりません。 

 それから、財政状況という部分では、交付税の関係がちょっと質問ありました。 
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 それで、平成１５年からの交付税の状況等をお話しいたしますと、平成１５年で申しま

すと、毎年、この交付税の予算を積算するに当たりましては、当然その地方財政対策と、

それから国の予算編成方針とか、そういうものを踏まえた中で一応検証をしておりますけ

れども、結果としまして、例えば１５年度につきましては、決定額が４２億４,９５８万

５,０００円ということで、この予算が４１億１,５７０万円ということでございましたの

で、１５年度におきましては、予算と比較いたしまして１億３,３００万円ほど増になっ

ていると。それから、１６年度につきましても、決定が３８億９,５００万円ということ

で、予算と比較いたしまして１,５９０万円ほどふえている。それから、１７年度につき

ましても、３８億３,１００万円ということで、予算と比較いたしまして３,６４９万７,

０００円ということになっております。それから、１８年度ということになりますけれど

も、３７億４,６００万円ということで、これも当初予算と比較いたしまして９,６００万

円ほどふえています。しかしながら、１５年度は４２億４,９００万円、そして１８年度

が３７億４,６００万円という実績でございますので、これを比較いたしますと、５億３,

０００万円ほど減になっているということで、率にいたしまして１１.８％、この地方交

付税が減っているというような状況にございます。 

 それで、市といたしましては、この歳入減に対応するために、行財政改革を進めてきた

ところでございます。この行財政改革につきましては、小林市長の１５年以降、一応１８

年までの間におきましては、単年度の効果といたしましては９億６,０００万円ですけれ

ども、それが累積されますので、この４年間の累積では２３億４,８００万円の改善を

図っているところでございます。 

 それから、今後の財政運営と見通しということでございます。 

 御存じのように、今、平成１９年度に向けて、国の方ではこの普通交付税の算定方法が

複雑で不透明だということで、人口と面積を基本とした算定方法にかえるということで、

取り組んでいるところでございます。これは、３年間でおおむね５兆円程度振りかえると

いうことを言われていますけれども、１９年度では、総額の１割程度を振りかえたいと

言っております。今後、年末にかけて、予算編成の中あるいは地方財政対策の中で、一応

その部分が明らかになると思いますけれども、現時点で私どもが試算していますのは、こ

の影響がおおむね７,５００万円程度出てくるのかなと思っております。ですから、交付

税がその部分では７,５００万円程度落ちると。それからさらに、今、概算要求の中で

は、交付税が総額としては２.５％、約４,０００億円程度落ちるのではないかと言われて

います。ですから、これもこれから、きょうの新聞でもありましたように、その公債費、

国債費の抑制のために、今度地方交付税の総額がどうなるかということがありますけれど

も、一応そういった情報も踏まえながら、今後とも健全で持続可能な財政運営の確立を目

指して、予算の効率的な編成と執行に努めてまいりたいと思っております。 

 それから、４年間の市長公約という部分の実績ということになりますけれども、この４

年間、選挙公約で市長が掲げました項目につきましては、４８件ほどございます。それ
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で、現時点でそれが実施できたものは２５件ということで５２.１％、それから現に今取

り組んでいるというものが１７件、３５.４％ということで、これらを合わせますと４２

件、８７.５％ということでございます。言ってみますと、９割弱の項目について取り組

んできたということでございますので、これにつきましては、それなりの成果が上がって

いるのかなと思っております。 

 それから、この４年間に手がつけられていないものが６件ほどございます。これは、そ

れぞれの事情、それからそれぞれの時代の背景、これらがありますので、これらにつきま

しては、さらに研究検討を続けることがよいのかなということで判断をしています。 

 それから、この４年間の実績ということは先ほどもお話ししましたけれども、やはりそ

の行財政改革を進めていたことによって、財政の健全化に取り組んできたということでご

ざいます。それで、平成１５年、１６年、１７年と、この３年間で、この備荒資金組合超

過納付、言ってみれば貯金という形でできた部分が５億９,６００万円ほどございます。

ですから、これが１７年度末では、１５億７,７００万円ほどの残高ができました。それ

で、今回、発展基金の問題がございまして、この借入金を一括返済するということになり

ましたけれども、この備荒資金の残高があったことによって、これが返還できたというこ

とでございますので、これからも行財政改革については推進していかなければならないか

と思っております。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 細かい数字等については、今所管の方で答弁させていただきまし

たけれども、市町村合併の問題についてございました。 

 先ほども答弁の中にありましたように、第２次とでもいいましょうか、三笠と月形と美

唄というのがありました。ただ、これを見ますと、最初にありました市町村合併が六つの

市町村でやるといったもののうち三つが合併したので、残り三つでやりなさいと、そんな

ふうに私自身は受け取ったのです。これは、歴史的に見ても、それからまた日常的な生活

圏の中でも、どうしてもこの三つが一緒になる理由というのが浮かんでこないのですよ。

ですから、私どもは、平成１５年度にその６市町村の合併云々したときに、たくさんの市

民の意見をいただいた中で自立するということをやってまいりました。もちろんその自立

するためには、我々我慢しなければならないことはたくさんありますけれども、まず何と

いっても財政をしっかりしたものにしていこうと、そういうようなことがございましたも

のですから、私たちは一生懸命それなりにむだはもちろんのことでありますけれども、必

要なことも、今近々に必要がどうなのかということを評価しながら財政運営をしてきたわ

けであります。 

 そういった中でも、ただただ切り詰めるだけでなくて、幾つかの、例えば一、二例を挙

げますと、高齢者の方々のためのぬくもり除雪制度というものもやってまいりましたし、

また企業誘致ということにも力を入れてまいりました。おかげさんで、免疫生物研究所あ



 

- 15 -

るいはまたイオンを誘致することもできましたし、また、それらにかわって住宅団地の問

題やら、また新たなまちづくりの大きな柱であります子供たちに向けての小中一貫教育な

んかも、その一つの一貫としてやってまいりました。それとあわせて財政再建に取り組ん

でいくと、こう両方並行しながらやってきたので、今、財政的に行き詰まりがあるから市

町村合併するとか、あるいは三笠市全体の中でもやはり合併すべきだという多くの意見が

まだ顕在化していない段階では、私は今後とも自立という方向で向けていきたいというふ

うに思っております。ただ、政治情勢あるいは社会情勢がどう大きく変わってくるかとい

うのは、まさに不確実の時代でありますから、これらについては敏感に情報をとる中で、

きちっとした対応は今後とも的確に判断しなければならんだろうというふうに思っており

ます。そういうときには、もう議会の皆さん方にも、あるいは市民の皆さん方にも相談申

し上げたいと、このように考えておりまして、現時点では合併という問題については考え

ていないというふうに御理解いただきたいと、このように思っているところでございま

す。 

 それから、交付税についても今申し上げましたように、平成１５年と、私が市長に就任

したときと、それから、ことし４年の任期を今全うしようとしているわけでありますけれ

ども、これまでの間に約５億円という金額が減ってきているわけであります。そういう中

で、それぞれの年度の予算編成に当たっては、交付税ということを厳しく見てまいりまし

た。したがいまして、国のいたずらにただ単に無作為に交付税の予想額を減らしたという

のではなくて、緻密に計算した上でこういうふうに減額されるだろうと予想を立てて、そ

してそれにさらにプラスアルファとして入れたおかげで、予算編成して決算の段階では、

当初予算よりも交付税が多かったということでありますから、こういった交付税に対する

我々の見方、考え方というものは、今後ともこれらを踏襲していかなければ、高く見積

もっても大変なことになるのではないのかというふうに思っております。 

 現に、この平成１９年度の予算編成を今間近に控えているわけでありますが、国の方も

きょうの新聞に出ておりましたように、国債の発行を厳しく抑えれというのが安倍総理か

ら財務省当局に指示があったということ。これは税の自然増収という部分あるわけであり

ますけれども、一方では企業に対する法人税を下げるというようなことを考えてみます

と、こういうようなことがあると、最後にはどこへ来るかといったら、地方に割り振りさ

れるのではないかと。そういう意味からすると、地方交付税というものに対する考え方を

やはりきちっとしていかなければならない。特に、その複雑な交付税の、私みたいに特に

素人の人間が、なぜこういう数字が出てくるのかというのは皆目見当がつかないくらい今

の地方交付税の算定基準というのは複雑になってきております。そういったことは、国全

体でもやっぱりちょっとおかしいのではないかというふうで出されたのが、いわゆる人口

と行政面積比ということであります。うちは３０２平方キロありますから、面積だけは多

いから、これは交付税がふえるのではないかと思ったら、有効面積ということになってき

ますと、人が住んでいる面積だけに限られてくると、うちはやっぱりこういう過疎地と
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か、小規模法の地方自治体というのは非常に厳しい状況になる。そういうことを計算しな

がらやると、先ほど森原部長が答弁いたしましたように、新年度の予算についても、やは

り今よりも約５.７％減ということで組まなければならないのではないかと。具体的に言

いますと、いわゆる人口面積比を考えた影響額としては約２.１％、約７,５００万円ほど

減収になるのだろうと。それから、当然税源移譲という問題も今あるわけであります。こ

れでいきますと、これもやはり客体の少ない三笠市にとっては非常に厳しい影響がある。

これは大体２.３％減になって、約８,０００万円ほど減収になるだろうと。それから、予

算の調整分というのがありまして、これも１.８％ぐらいと。ただ、救われるのは、そう

いう税源移譲によって影響、あるいは予算調整分の影響、それから新型交付税への影響の

中で、臨時財政債は若干ふえるのではないかと。これ若干ですから、大体０.５％ふえる

のではないかという見通しを立てますと、最終的にはやはり５.７％ぐらいが下がるので

はないかと。金額にすると、約２億円ほど少ないと。そういう２億円少ない予算編成をこ

の平成１９年度にはやらなければならないだろうというふうに考えております。最終的に

特別交付税という部分もあるものですから、最終的な決算は出してみなければわかりませ

んけれども、やっぱりある程度の危険度というものを科学的に、統計的にとらえてやるこ

とは、これから予算編成のうちに、つかみ取りでなくて、つかみ金でなくて、そういう理

論的な裏づけのある、そういうものを、確かなものを取り入れていかなければならんだろ

うと、このように考えているところであります。 

 それから、今後の財政運営の展望については、今申し上げましたように、そういう厳し

い中と、もう一つは、市税等についても未納も現実にありますけども、道から派遣された

職員のノウハウを生かしながら、この歳末も全職員で取り組もうというようなことを行っ

ております。特別期間で、夜間もそれから土曜、日曜日もいうことで、職員は一丸となっ

てその税収の確保のために全力で取り組んでいきたいと、このように考えているところで

ございます。 

 私は、今まで、この４年間の中で、ただ単に負担を市民に求められるのではなくて、一

方では協力してもらえるものは協力、むだを省くものはむだを省きながら、しかし三笠に

住んでいてよかったと思えるような施策、特に高齢者が３８％を超えて、やがて４０％に

なろうとしているこの三笠の中で、特に高齢者の皆さん、そしてまた、若い子育てのため

の部分というものについては、いろいろな面でそれらについては配慮をしていきたいとい

う、そのためには個人から集める市税ばかりではなくて、たくさんの企業が来ていただけ

れば、当然交付税なり、あるいは法人税なりということで、税収につながっていくわけで

すから、企業誘致ということもやはりやっていきたいというふうに考えております。そん

なことを含めながら、今後の財政運営についても堅実に、まさに身の丈に合った財政運営

を進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 猿田議員。 
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◎１０番（猿田重夫氏） 市長の説明で十分御理解いたします。 

 市町村合併についても、道の方からまずは確かなものがないということで、安心と言っ

たらおかしいのですが、もう決して急いで結論を出す必要はないというふうに私は理解し

ております。 

 それと交付税の問題ですけれども、この４年間において、３年間ですか、２３億４,０

００万円改善してきて、努力している、私もそのようにしっかりと見詰めております。そ

ういったことで、今後も十分なる努力のもとに、健全財政の中でもってやっていっていた

だきたいというふうに思っております。 

 また、今後の財政展望ですけれども、行政の一定の努力と、それとまた市民に必ずや一

定の行政サービスが行き届かないようなものもあるかと、これからどんどん出てくると思

いますけれども、ある程度市民もやはりそのことに我慢しながら、三笠市の財政健全化に

協力していってくれるものと私は信じております。 

 それでは、最後ですから、市長にひとつ十分なる決意をいただきたいなというふうに

思っております。 

 市長は、就任以来、行財政全般にわたって改革、改善を行い、深刻な財政難を乗り切っ

てきました。市民と行政が協働の心を持って、ほかに依存するものではなく、自力・自立

に立脚した意識改革が求められている時代になり、政治は常に住民の幸せの実現であり、

より質の高い生活の追求でもあると言っております。常に市民の幸せのことを考えている

市長として、早いもので市長の任期は、あと残すところわずかであります。次期市長選挙

に立起するかしないのか、私は立起していただきたいと思っておりますけれども、このあ

たりで強い決意のもとで立起表明をしていただけないかなというふうに思います。市長、

どのように思っておりますか。力強い決意をひとつお願いしたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 今、猿田議員の方からいろいろお話がございましたように、先ほ

ども部長の方から説明申し上げましたが、この４年間の選挙公約に掲げた項目は４８項目

ございます。今、改めて立起したときの、北大の宮脇教授の司会のもとで、候補者２名に

よる公開討論会を行ったときに、私が表明をした内容を改めて自分なりに評価しているわ

けでありますけれども、御承知のようにまだ１００％いっておりません。したがいまし

て、現在取り組んでいる最中のもの、あるいはまだ取り組んでいないものもございます。

そんな意味から考えますと、やはり私が市民の皆さんに約束したことをきちっと果たすた

めには、この４年間では短いのかなというふうに考えております。したがいまして、市民

が許すのであれば、次期も市長として立起をして、市民の皆さん方が本当にこのまちに住

んでいてよかったと思える、そんなまちづくりのために全力を挙げて取り組んでいきたい

と、このように考えているところでございます。特に、これからのまちづくりは、まちの

持っている資源、あるいはまちの持っている個性、そしてまちの持っている歴史と、こう

いったものがしっかりとまちづくりの中に生かされていかなければ、個性のあるまちをつ
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くっていかなければ、行政として立ちおくれてしまうというふうに考えているところでご

ざいます。ややもすると、あのまちもやった、このまちもやったという金太郎あめ的な発

想では私はだめだと。もっと地域住民が本当に日本全体に向かって大きな声で出せる、そ

うした個性のあるまちのために、市民の皆さん方が許すのであれば、これからも、今後も

２期目に向かって全力を挙げて取り組んでまいりたいと、そんなことを申し上げて、私の

立起表明にかえさせていただきます。議員の皆さん方のよろしく御指導をお願い申し上げ

たいと思います。（拍手） 

◎議長（扇谷知巳氏） 猿田議員。 

◎１０番（猿田重夫氏） 市長、ありがとうございました。これから、まちづくりのため

に精いっぱい頑張ってもらいたいと思います。 

 以上、終わります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、猿田議員の質問を終わります。 

 次に、１１番谷津議員、登壇質問願います。 

（１１番谷津邦夫氏 登壇） 

◎１１番（谷津邦夫氏） 第４回定例会に当たりまして、通告順に従い御質問を申し上げ

ますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

 １点目に、市長の政治姿勢について。市長政策と選挙について御質問を申し上げます。 

 人民の人民による人民のための政治という民主主義の姿は、地方自治のそのものの中に

あります。地方自治は、民主政治の母であり、民主政治の学校であるとも言われておりま

す。その中心で、市民代表として働いてきた小林市長も、私たち議会議員も、来春４月に

は４年間の任期を迎えることになっております。 

 市長は、前回の選挙で、市民に公約として訴えてきた市政に臨む基本姿勢や政策、ま

た、市長に就任してからの自立したまちづくりと１万１,０００人の人口を目標にした振

興開発政策などについて取り組んできたというふうに思います。 

 そこでお尋ねいたしますが、毎年、市政執行方針で、市民のだれもが住んでいてよかっ

たと思えるまちづくりを市長は一貫して掲げておりますが、市長政策についてみずからど

のように評価し、また、反省点について伺いたいと思います。さらに、１００点満点とし

て、みずから何点の点数をつけるか、あわせて伺いたいというふうに思います。 

 二つ目は、市立三笠総合病院について。自治体、特に過疎地病院の再編の考え方につい

てお尋ね申し上げます。 

 政府は、公立・公的病院の集約化構想を打ち出し、道でも同様に、モデル案を１９年度

夏の作成に向けて検討を具体的に進めております。道は、赤字経営となっている道内過疎

地の自治体病院を地域ごとに総合的な医療を担う中核病院と初期医療を行う診療所などに

再編する集約化構想の策定を、国の指導を受けて取り組んでいるのであります。地方で

は、経営問題と並びに医師不足も深刻で、道はこれらの解決のため、地域の医療機能の再

編が必要と判断しております。地域医療中核を担う市立病院は、患者数の減少や診療報酬
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の引き下げ率改定により、その環境は一段と厳しさを増しております。新たに策定した経

営健全化計画に基づいて、経営努力に努めておりますが、先行きは全く不透明でありま

す。開設者であります市長から、道の進める市立病院の再編の考え方について見解をいた

だきたいと思います。 

 ３点目に、幼保一元化について。認定こども園制度の導入についてであります。 

 保育所と幼稚園の機能をあわせ持つ認定こども園制度について、認定基準を定めた道の

条例が１０月１７日に施行されました。私は、本年３月の通告質問で、市政施行方針で示

された民間幼稚園が建物の老朽化と園児の減少などにより、平成１８年度中に幼保一元化

を視野に入れて検討したいとの考え方について、市長の答弁をいただきました。その内容

を要約いたしますと、昨年１０月に、藤幼稚園から公共施設を利用して継続したい旨の要

請があった。地域的には、萱野、岡山を希望していた。公共施設の目的外使用と地域の理

解など、調査研究をしている。想定している場所が無理なときは、国の補助がある認定こ

ども園を視野に入れて研究し、努力していくとのことでございました。 

 そこでお尋ねいたしますが、道の条例が施行前後に、道子ども未来推進局で説明会を開

くなどしておりますが、当市の取り組み状況やこれからの方策について、見解をいただき

たいと思います。 

 以上で登壇質問を終わりますので、よろしく御答弁をお願いいたします。 

◎議長（扇谷知巳氏） この後の谷津議員の質問の答弁を保留し、昼食休憩に入ります。 

休憩 午前１１時３４分   

再開 午後 １時２７分   

◎議長（扇谷知巳氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 谷津議員の質問に対する答弁を求めます。 

 深田病院事務局長。 

◎病院事務局長（深田智明氏） 先ほどの病院問題におきまして、自治体過疎地の病院の

再編につきまして御質問がございました。 

 市立病院の方から先に説明させていただきたいと思います。 

 まず、国におきましては、総務省におきまして、平成１６年５月から地域医療の確保と

自治体病院のあり方等に関する検討会が実施されまして、１１月に報告書をまとめてござ

います。その要旨につきましては、個々の病院単位ではなく、基幹病院は中核的医療機関

を担い、また、それ以外の病院は日常的な医療確保を図るなど、２次医療圏における医療

供給体制の見直しが必要であると、こういう報告がまとめられまして、都道府県に通達さ

れたところでございます。 

 北海道におきましては、既に平成１５年からこの検討会が開催されておりまして、南空

知地区では、平成１５年１２月から、今後の南空知地区の医療体制についてということ

で、３回の検討会を開催されております。北海道２１のブロックに分けまして、このブ

ロックは、保健所単位に基づきまして２１のブロックに分かれてございます。平成１７年
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１１月に、この国の報告書を受けまして、この南空知ブロックにおきましては、南空知地

域保健医療福祉圏における自治体病院等のあり方に関する検討会の中で、平成１８年３月

に、この保健所単位での報告書がまとめられました。要旨につきましては、各地域医療

は、初期・慢性疾患医療機能を持つ病院が担い、初期医療に対応ができない場合は、近隣

で比較的高度の医療機能を持つ病院が担うと。さらに困難な場合は、２次医療圏を単位と

しまして、高度で専門性の高い医療機能を持った中核病院が担う。中核病院は、岩見沢市

立病院が望ましいと。こういった方針が出されたところでございます。 

 現在、道内では、この２１のブロック単位、この市立病院、自治体病院の再編が行われ

ているところでございますけれども、最近では羅臼町周辺の根室北部地域、それから枝幸

町周辺の南宗谷地域、それから砂川市立病院を核としましての中空知地域での広域化が進

められております。しかしながら、病院問題で市町村合併がなかなかうまくいかないと

いった問題もございまして、なかなか一向にスムーズに進んでいないというのが現状でご

ざいます。それでは当院が所属する南空知地域はどうなっているのだろうかということで

ございますけれども、実は中核と期待されております岩見沢市立病院が市町村合併で、北

村それから栗沢町、こちらの方からの患者がどっと岩見沢の市立病院に流れてきて、今も

う飽和状態になっていると。それともう一つは、道からの要請もございまして、夕張の方

に透析と、それから宿日直の応援に行っていると、こういう状況で、実は岩見沢市立病院

も、いわゆる管内の医師不足に対する応援、例えば美唄それから三笠も含めての応援体制

は全然できないと、センター病院の機能は果たせないというのが現状でございます。これ

らを、道が進めておりますシステム化というのでしょうか、連携を深めるためにはまだま

だ時間がかかるのではないかと、私どもそういうふうに思っております。 

 しかしながら、当病院も今の医師不足についてはますます深刻になりますし、それから

医療保険の改正がこれからも進められておりまして、単独で病院が機能を果たしていくと

いうのは非常に難しい状況になっておりますので、連携枠の中に入って、我々が機能の分

担、もしくは病院同士の連携を進めてまいらなければならないなと、そういうスタンスに

立って考えてございます。 

 私どもは、システムが構築される間は、ただ傍観者として見ているわけではございませ

んので、この間につきましては、病棟の縮小だとか、それから診療科目の縮小、さらに基

準の引き上げの見直しを図りまして、民間医療との連携を含めまして、市民の医療の安全

・安心を確保するために頑張ってまいりたいなと、それから赤字の縮小にも向けて取り組

んでまいりたいなと、そう思っているところでございます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 吉田教育次長。 

◎教育次長（吉田正幸氏） 認定こども園の状況と萱野の多目的研修センターの幼稚園利

用ということの御質問かと思います。 

 まず、萱野の多目的研修センターにつきまして、私どもの方に、先ほど谷津議員からも
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ありましたけれども、無償貸与による幼稚園の開園といいますか、そういう要望が出てま

いりました。私どもは、市として幼稚園を多目的に移す目的というか、大義といいます

か、名分といいますか、これについては、やはり三笠市の幼稚園教育の存続という命題も

ありますが、隣に今保育所があります。将来的には幼保一元化をすると、民間による幼保

一元化ということについて、市としてメリットがあるのではないかということで、種々庁

内的にも協議をしてまいりました。その中で、いろいろ補助金が２,０００万円あるとい

うようなことで、その補助金を返さないで、民間による幼稚園の運営がいかにということ

で、非常にハードルの高いといいますか、命題がありましたので、それを地域再生法の中

で国や道といろいろやりとりをしてまいりました。その中で、一定のめどがついたという

ことで、幼稚園の設置基準なんかもいろいろありました。借用による運営とかというの

は、今まで道では認可になっていないと。その辺も含めていろいろやってきたということ

で、かなり時間を費やしたということでございます。その中で、まずめどがついたという

ことで、先月の萱野地区の市政懇談会の中で、市として公式に検討といいますか、地元の

理解が得られるかどうかということで御提案を申し上げたということでございます。それ

で、その提案のした中では、やはり今老人クラブ、婦人部が日中使っているのがありま

す。これは、月に１回、年間で十四、五回、婦人部はその半分ぐらい、７回ぐらいとかと

いうことであります。その辺について、幼稚園と地元の中で、その代替地を用意できるの

かどうかということが焦点になってくると思われます。また、地域もほかのものを用意、

確保できないとなかなか難しいですよと、そういう意見もありますし、もう少ないのです

から、その辺は譲れるところは譲って施設を有効に使っていただくというような意見もご

ざいました。 

 それで、この前といいますか、先週ですか、私と環境福祉部長の黒田さんと地域に説明

を申し上げに行ってまいりました。そこでもやはり老人クラブの代表の方なんかは、その

代替えがなければいけないというようなことをおっしゃっていたと。さらに、一部屋を独

立して使わせてほしいとかといろいろございましたので、それは第１回目の地元のあれで

すので、まず幼稚園で今までそういう要請があったとか、いろいろ協議をやったとか、そ

ういう経過なり幼稚園の概要等を説明して、まず第１回目はそれで終わってきたというこ

とでございます。 

 本当、地元の理解というか協力がなければ、一方的に幼稚園に使ってくださいというこ

とにはなりませんが、なかなかその辺、代替えの会場を用意するのがちょっと困難、私ど

もとしてはなかなか難しいということで、向こう、地域もどの辺をどういうふうにシフト

して使うとか、その辺さらに一部屋独立して貸してくれとかということもありました。ス

ペース的には、幼稚園の４クラスの設置基準ではもうぎりぎりでございます。４２０平米

ぐらい、４クラスで４２０平米ぐらい必要なのですが、あそこは４５０平米ぐらいしかな

いということで、ぎりぎりの、それとも１学級減らして使うかぐらいでやっとなのですけ

れども。それについて、やはり一つの部屋を独立して使うということについては、スペー
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ス的にも、管理運営的上もなかなか難しい。さりとて今使っているところは１５坪ぐらい

のところですけれども、それを新たに今増設なり新設をするということになりますと、２

０坪程度で坪５０万円、１,０００万円ぐらいかかるということについては、幼稚園のた

めに市費を投じてそういうものができるのかという点についてもなかなか困難性があるの

ではないかなと思っております。今後、地域再生法の申請が１月、５月というふうになっ

ておりますので、１月については時間がなかなか足りないのではないかということで、今

後、５月ぐらいを、なるべく早くはしたいのですけれども、地元との協議、地元との本当

の、地元のそういう、本当にどこまで譲れるのだということも地元にやはり決断していた

だかなければいけない部分が出てくると思いますので、その辺はなるべく早く対応したい

なと思っております。 

 以上です。 

 済みません。それと、認定こども園のことですけれども、これについては、保育所は共

稼ぎの、幼稚園はそうではないというようなことが、境がありますけれども、これについ

て、両方のお子さんが入っていただけるということでございますが、藤幼稚園について

は、今、保育所の方の認可をとるということについては、ゼロ歳から３歳まで、今幼稚園

は３歳から５歳、就学前までですけれども、保育所の方もとるとゼロ歳から扱うというこ

とについては非常に、このゼロ歳児については、３人につき教師がというか、保育士が１

名要ると。幼稚園の場合は、１クラス３５名までですけれども、これは１名でいいという

ようなことでは、藤幼稚園はこの今認定をとってもなかなかメリットがないのではないか

と。向こうもそういうことを言っています。移転して、保育所も一緒に運営するという場

合には、それはこれから検討するということでございます。ただいま幼稚園でも預かり保

育ということで、時間延長して預かる部分がありますので、現制度でとりあえずはやって

いきたいということでございます。あと施設の補助もありますが、これは法律的には３分

の１ということになっておりますが、北海道の例で言いますと、なかなか予算内のという

条件がありますので、実際に去年建てたところは１０分の１ぐらいの補助しか来なかった

というのが現実だということです。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 先ほど私のこの４年間に対する総点検とでもいいましょうか、評

価を含めてどうなのだろうというふうにお話ございまして、先ほども前段に猿田議員の質

問にも答弁させていただきましたが、この４年間、私自身の公約の大きな柱の一つは、行

財政改革ということとあわせて、財政を確かなものにしていくということが公約の大きな

部分でございました。もちろん、その他たくさん市民の民生安定あるいは福祉向上あるい

は教育の進展と、さまざまな公約がございました。そういうようなことから、本来であれ

ば一つ一つ拾って、何点何点とこうつければいいわけですけれども、そんな時間的な部分

もございませんけれども、ただ財政問題一つとってみても、私この４年間の間に、もう既
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に数字であらわしていますように、それなりの蓄積をさせていただきました。そのことが

結果的に発展基金の方に備荒資金として積み立てることができまして、そのおかげで今回

の、いわゆる俗に言うやみ起債と言われる部分については支払えたのかなと。もし、私が

受けた段階で、その予算あるいは決算がぎりぎりの状態で、仮に年度ごとにちょんちょん

であったとすれば、備荒資金の部分から返すことができなかったということを考えれば、

結果としてでありますけれども、毎年皆さん方の協力、あるいは市民の皆さん方の協力を

いただいて、できるだけ切り詰めてきたことの上での予算でさらにその決算の段階で切り

詰められたということが一つの私自身のこの４年間の成果なのかなというふうに考えてお

ります。もちろん、先ほどもお話ししましたように、市民の皆さんと約束した８５の事業

のうち４２の事業、それから現在４３の事業をそれぞれ取り組んできております。未実施

というのは、今のところございません。ただ、その実施してきた、あるいは未実施の部分

では、温度差といいますか、完成度の部分でいきますと、いろんな濃淡があるわけであり

ますし、また、取り組みでも５％でしか取り組めていないことと、５０％あるいは７０％

というふうに取り組んできたものとありますから、そういうことを総合的に考えて評価い

ただければ、そもそも自己評価というのはありますけれど、これはどちらかというと自己

評価というのはなかなか難しい部分でございまして、むしろ議員の皆さん方の方が私に対

する評価をしていただいた方が結構でないかなと、このように考えているところでござい

ます。 

 ただ、今回、この発展基金の問題をめぐって、市内９カ所で地域別懇談会が行われまし

た。その中で、ほとんどの地域の中で、私どもが取り組んできたこの行財政改革について

は是認していただきまして、どこの会場も終わるときには拍手をいただいて、私にとって

市政懇談会で拍手をいただいたのは生まれて初めてでございますので、そういう意味では

市民の皆さん方は少なくても評価していただいたのかなと、このように考えているわけで

あります。そのほか、その議論の中には、全て１００％というわけではございませんけれ

ども、いろんな意見も確かにございましたし、そういった点では反省すべきことはきちっ

と反省しながら今後とも取り組んでまいりたいと思いますので、これからもひとつよろし

く御指導をいただきたいということを申し上げて、質問にありました自己評価についての

点数はどうぞ皆さん方でつけていただきたい、こんなことを申し上げて答弁にかえさせて

いただきます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 谷津議員。 

◎１１番（谷津邦夫氏） 今答弁もらった順番に、したら質問させてもらいます。 

 まず、市立病院の方からです。 

 局長もいろいろと市立病院の建て直しというか、経営の健全化計画に努力をしていると

いうことは重々承知しておりますし、この医師不足に当たっても全力を挙げて一定の成果

を上げているというふうに私は思っております。 
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 そこで、局長、今、保健所単位で一定のものは中核病院として岩見沢が、いわゆるセン

ター的な病院に位置づけられていると。それで、岩見沢も合併になったので患者もふえて

対応に大変だと。そんな話を今伺いました。そこで、渡辺市長が、１１月でしたか、１０

月でしたか、選挙で再選されたと。そこで、いたと思うけれども、医療の関係で他市町村

と協力して、全力で広域圏でやっていきますよと、そういう意思表示はしております。そ

れで、私も実態として岩見沢の市立病院に行ったら、確かに市民、内科へ行ったら、どん

どんと医師の部屋を継ぎ足し継ぎ足しふやしています。それだけ患者がふえているなとい

うふうに、私も実態として体験しております。ただ、そこで渡辺市長が言っているのは、

過去、自治体病院がもう採算性のとれない診療科目をやめて、それぞれ一定のそういうふ

うな全体的な中で、岩見沢は背負って立つと。あとそういう意味では、先ほど局長が言っ

たように、やっぱり初期的な医療を行う診療所という言葉がいいかどうかわからないけれ

ども、そういうふうに各自治体も検討したらいかがかなと、そんなような隣の市長は言っ

ていますよね。そんなことで言えば、うちの実際の病院経営を見ると、今回また補正で出

てくると思うけれども、現計予算を２億８,０００万円ぐらい実態に合わせて組まざるを

得ないと。内部留保金も本当になくなってしまったと。そんなことからいうと、果たして

このまま新年度も抱えて、診療科目ですよ、抱えながらいって、どんな見通しに立ってい

くのかなと。本当に来年度予算編成、どういうような形で病院経営をするのかなと。医者

だって決して現状のままで推移していくわけではないというふうに思っています。そんな

ことからすると、非常に今回の道の出されたこの再編計画そのものは、一定の推移はして

いるかというふうに思っていますけれども、本当に三笠の場合、一定の民間病院との連携

をとりながら、果たして何年こういう形でいくのかなと。赤字を本当にどこまで縮小して

いけるのかなと。そういう意味では、非常に不安定要素を抱えながらしていかなければな

らないと思っています。そういう意味で、もう一度その方向性といいますか、当然市長が

先頭に立って、いろんな意味で運動展開しておりますけれども、相手は医者含めて非常に

難しい体制の中の進め方だと思っていますので、やはり開設者の市長として、本当に総合

病院としてこのままいけるのかどうか、新年度予算で本当にこういう形で、いわゆる収入

の、入院ですね、収益性のこと、あるいは外来の収益性のことで言うと、どんどんとマイ

ナスになっています。そういう意味からして、果たして本当にこれだけ、頑張れるのかど

うかいうこともあわせて、また聞きたいと思っています。 

 それから、幼保一元化のことですけれども、吉田次長の今の話、何だかちょっとわから

ん部分があるのですよ。多目的研修センターの活用については、国の方のいわゆる補助金

２,０００万円を借用であれば認められたと。多目的研修センターを活用することが認め

られたのでめどがついたと、そういう理解に立っていいのかどうか、ちょっとそこだけ明

解に、先にそこを確認しなければちょっと話次に行けません。 

 それと、幼保一元化ですから、もともと市のさくら幼稚園があったときに、それはもう

これから藤幼稚園の方に、民間に一つに、民間に経営、そして協力をすると、そういうふ
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うな一応確約の中で今まで幼稚園行政を進めてきたと思っています。それで、藤幼稚園も

多くの市の期待をしながらやっているわけで、今やった一時預かりというか、一時保育も

やったりしていますけれども、今年もまた来年に向けて園児を募集しています。だから、

実態としてどんな方向になっていくのか、今のままで藤幼稚園がどこまで頑張れるのか。

そして、実態としてその対象者がいないというか、それで希望地をあっちの方に求めてい

るという。それが岩見沢からも子供たちを運べる、こっちからも運べるということで、そ

ういう期待を含めて藤幼稚園は何か言っているようなのですけれども、その辺ちょっとも

う一回、その多目的研修センターを活用できるのかどうか、そこだけちょっと後で聞かせ

てください。 

 市長は、大変評価については私たちがしなければならんということだというふうに思っ

ています。だけれども、まちづくりは百年の大計に立つということで、歴史的に昔から言

われていますけれども、三笠も百年の大計に立ってこれまでまちづくりを進めてきたとい

うふうに思っています。職員含めて多くの市民に協力をいただきながら行財政改革を進め

て、あるいは一定の市民に安心感を与えるようなことを進めながら、今回の市政懇談会も

行財政改革の、いわゆる財政にかかわる説明会も、私も一定の理解を得たというふうに

思っております。 

 そこで、市長政策の中で出てきた、いわゆる市政懇談会のあり方、さっき拍手をもって

終わったと言うけれども、市政懇談会のやっぱりあり方の検討が必要だというふうに、私

は指摘を受けています。あるいは協働のまちづくりの指針の策定のあり方、あるいは住民

自治基本条例の制定についてのあり方、その辺、これは時間を要するかと思いますけれど

も、ぜひ市長政策の中で、これからの市長が決意表明した市民の声とともに市民参加の分

野、そこはやはりこれからの三笠市民が参加しながら協働のまちづくりを進めていく、そ

こに大きなウエートを置く政策にしてほしいというふうに私は思っております。 

 それと、市長が申し上げた公約、これはできるもの、できなかったもの、それぞれある

かと思っております。ただ、市民と乖離している部分が果たして本当になかったというこ

とですね。その辺ちょっともし市長感じている部分があれば、見解をいただきたいという

ふうに思っています。とりあえずお願いします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 深田病院事務局長。 

◎病院事務局長（深田智明氏） 市立病院の方から、まず岩見沢との連携の模索について

どうなのかという問題と、それから今財政問題抱えて、新年度予算含めて、これからどう

いう方向でもって病院のことを考えているのかということの２点だと思いますけれども、

まず岩見沢の連携につきましては、今までもやってきました。例えば労災病院も含めて、

岩見沢市立病院を含めて。それから、それ以外の岩見沢市にあります民間病院も含めて、

隣のまちとは連携を深めてきました。これが道が言っている本当にセンター病院と、それ

からサテライト病院との関係、これまた違うのですね。今まではお互いに協力し合ってま

あまあという制度化のない、いわゆる病院同士のおつき合いの中でもってやってもらった
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と。今度はそうしませんと。皆さん、それでは大変でしょうから、診療科も不採算部門は

やめなさいと。診療科のとれる、採算のとれる隣のまちの病院へ行って、もっと高度な医

療も、ちゃんと道具のそろったところでもって診療をしなさいと。これが道なり国の考え

方でありますから、あくまでも借金を抱えて診療を構えているよりは、国の方針に沿って

いかざるを得ないだろうと。私もその枠に入って、そして、それがまた病院の生き残りを

図る、いわゆるずっと長い市民の安全・安心をいつまでも存続させるためのそれも一つの

手だと、私はそういうふうに思っておりますので。私は、ここで断定するわけにはいきま

せんけれども、そういう方向で私の方は考えていくところでございます。ただ、今、この

問題が平成１６年、国から示されまして、道は１５年１１月から検討してきたわけですけ

れども、まだ期間が浅くて、なかなか制度化を構築するにはまだ時間が熟成していない

と。それから、お互いの市町村の思惑がありまして、なかなかこの連携もうまくいってい

ない現状でございます。いずれにしても、これはもっともっと検討会を開いて、もっと

もっとざっくばらんな制度化の構築に向けて建設的な形で進んでいくと思います。私ども

もぜひそういう方向でもって進めてまいりたいなと思っています。ただ、これがいつなの

かといったら、また待っているわけにはいきません。黙っていてもこの赤字がどんどんふ

えていきますから。そうなれば、それなりに対応できる病院づくりをこれから進めていか

なければならないだろうなと。その対応づくりは、まず第一に考えなければいけないの

は、患者のニーズと患者数であります。今までの１万５,０００体制、その前の３万体制

から含めて出発点がありますから、それが今１万１,０００体制になったら、３分の１に

なってくると。にもかかわらず病院の形態は、わずか２割減の８０％の体制でもってやっ

ていますから、これは過剰気味だということは市民の皆様も理解しているのではないかな

と思っております。ただし、病院だけでなくて、三笠市全体の医療機関の状況も含めた上

で、三笠市の市立病院は基幹病院として考えていかなければならない、一方で。こういう

ふうに思っているところです。 

 新年度予算以降の体制につきましては、平成１８年度は１病棟を縮小しまして、休止し

まして、削減を図りました。なおかつ、今もどんどんどんどん患者数が減っております。

以前考えられなかった、とうとう一般入院患者が１３０台にまで落ち込んできたと。これ

は我々としても全く予期しない問題でありますけれども、これに合わせた体制づくりも早

急に進めていかなければならないと。１７年度につくった病棟の削減、もしくはスリム

化、効率化というものはこれ進めておりますから、これは来年度に向けても継続してやっ

ていかなければならないだろうと、しかも早急にという段階で考えております。場合に

よっては、また皆さんに御相談しまして、また病棟の削減という形で提案するかもしれま

せん。そのときはぜひ御理解願いたいなと思っておりますけれども、その上で看護師さん

の削減も考えていかなければならないと。ただし、病院の今の安心・安全についてはぜひ

とも確保してまいりたいなと、こう思っておりますので、この辺については平成１９年度

の当初予算に盛るか、もしくは補正予算で行うか、市長との連携をきちっと決裁になって
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からそういう形で進めてまいりたいなと思っています。 

 病院ではいろいろ案はありますけれども、一遍に出すとまたいろいろ患者にも影響する

ところもありますので、そういった面も十分踏まえた上で、スムーズな病院の改革を進め

てまいりたいなと、そういうふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 吉田教育次長。 

◎教育次長（吉田正幸氏） 多目的研修センターを転用することについてオーケーが出た

のかということでございますけれども、地域再生法、特にこの施設は農水省の補助金が

入っているということでございます。それで、建設時、昭和５５年ごろの使用計画と今の

現況の使用等々、さらに転用先が、これは文科省の方に入ります。これについての幼稚園

への転用ということについても今までは例がないということと、さらにそれが民間の学校

法人だということについて前例がないということで、道、国と、農林関係の方と協議をし

て、その関連についていろいろ協議をしてまいりました。それで、今回の見直しの計画、

再生計画ですけれども、それについてはほぼ内容は了承し、賛成の意見書を添えてくれる

という内諾を得たということで、これは補助金の部分についてはそういうめどがついた

と。返還しないで使用する地域再生法の適用については、事務的に大体道筋が立ったので

はないかというふうな判断をしたということでございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 確かにいろいろと課題がありました。私自身の実際のこの４年間

の中をふり返ってみると、ある意味弱かったなというのは、住民との接点が少なかったの

かなと。つまり協働のまちづくりというものが、行政とかみ合っていくところがちょっと

うまくいっていないのではないかなという反省はあります、率直に申して。 

 それから、今まで市民との接点や、あるいはまた市民の要求を身近な問題として取り上

げていく、あるいは吸い上げていくということについての一つの方法として、従来は団体

等を中心にしてやってまいりました、あるいは連合町内会と。それで、私は決して満足

だったと思ってはおりません。やっぱりそれはそれとしてよかったのかなと思っています

けれども、個々の住民の地域の問題が本当に生々しく出るという部分では、なかなかそう

いう場面では出なかったのではないかなというふうに思っております。たまたま私が市長

になってから、住民と直接対話した機会というのは２回ありました。一つは市町村合併の

とき、これは市内２３カ所で約３,０００名に近い人方と直接お会いして、いろんな問題

がありました。それから、今回の財政状況の問題あるいは発展基金の問題についての部分

でありましたけれども、そういう意味では、その辺が少し私自身、今後に向けて大いに検

討しなければならない部分ではないかなというふうに思っておりますので、これはもう十

分考えさせていただきたいと思っています。これは、評価で言えば、決していい方ではな

いなというふうに思っています。これは、ただ私は、直接民主主義が今のこの三笠のまち

にとって必要なのかどうかという問題もあります。特に、議会との絡みはどうなのかとい
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う問題も、少なくても私たち行政執行して、すべての私たちの執行するための議決権とい

うのは議会にあるわけでありますから、議会と住民との意見の収集はどうあるべきなのか

ということも、これは皆さんとの意見を聞きながら勉強しなければならんなと思っていま

す。いずれにしてもそういう絡みがありますから、すべてかつてギリシャ時代のアテネの

都市国家のように、直接民主主義が正しいというふうには私は必ずしも言えないと。そこ

にはやっぱり個人のエゴだとかわがままだと、そういう部分も、そして一般化されていな

い部分もたくさん出てくるわけで、それを一つ一つ拾い上げるというのは、行政としては

大変なことでありますけれども、しかしそういう中から、本当の意味での要求とは何なの

かと、住民の要求は何なのかということを問いただすとすれば、それも一つの方法だとい

う、そんなこともありますので、この直接住民との対話ということは私は決して否定する

ものではありませんけれども、議会との兼ね合い等もやっぱり考え直してみなければなら

ない、そんな思いをしております。 

 それから、住民基本条例、いわゆる住民とどうするかということを成文化してやるとい

うことも、今言ったこととも兼ね合ってくるわけでありますから、これらも含めながら十

分議論させていただきたいなと、このように思っております。その辺は、私のこの４年間

の評価という点では、恐らくマイナス点をつける方がいるのではないかというふうに思っ

ておりますけれども、そういうことで答弁させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 谷津議員。 

◎１１番（谷津邦夫氏） 市長の方から先に申し上げます。 

 私ども議会議員として、恐らく多くの市民からの審判を経てこの場におるわけですか

ら、この議会の場がやっぱり市民の声を一番反映している場だと思っています。そういう

意味では、市民との接点もこの場が大変一番多い場だというふうに思っています。そうい

う中で、今、市長申し上げた住民自治基本条例の一定の三笠のまちの憲法をつくるとき

に、そういう段階を踏んでいくときに、やはり多くの市民の声を聞きながら、あるいは議

会の一つの執行者側と私ども議決側との一つのそういう段階的な議論を重ねながらそうい

う憲法をついくっていくと、そういうものをぜひ踏んでいってほしいというふうに思って

います。特に、振興開発構想を含めていわゆる自立したまちづくりを目指すということ

は、全体で決めているわけですから、その辺にやっぱり重きを置いて、議会側との接点も

もっともっと政策的なものは必要ではないかというふうに私は思いますので、そこは申し

上げておきたいというふうに思っています。 

 それと、幼保一元化です。 

 内諾されたということですから、補助金も含めて返還しなくてもいいと。それで、問題

は、借用するならして、そういう使い方もできるということで理解していいのですね。た

だ、あとは地元との協議と。そういう意味では、いわゆる民間幼稚園が期待をしていると

いうことなのですよ。それがほごになったら、三笠から撤退するのではないかという私心
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配をしているのですよ。だから、１９年度から、いわゆる公共的な施設を使いたいという

ことを明確に初め打ち出したものですから、そういうことで期待したのですけれども、そ

ういうふうな事情があってできないのであれば、一定の早くめどをつけるような方策を進

めてほしいと思っています。もし、これがほごになるというのであれば、いわゆる認定こ

ども園の導入を考えなければならないのかなと、そういうふうに私は思っていたのです

が、まだそこまでしなくても、一定の地元との協議で話は進めていけると、そういう認識

に立ちますので、ぜひ地元との協議の中で進めていただきたいというふうに思っていま

す。失敗すると市外に行ってしまうなと、そういうふうに懸念をされております。 

 それから、病院のことなのですが、これ局長の見解というふうにとらえていいのです

ね、市長、開設者の見解でないというふうに受け取るしかないかなと思ったのですけれど

も。どんどんと三笠、今、高齢化が進んで、結果的には市民が安心・安全な市立病院に行

かざるを得ないようになってきます。ということは、民間病院がだんだんと後継者がいな

いだとか、もう縮小していくという方向になっています。そういう中では、どうしてもお

年寄りがふえて、やっぱり救急も含めた中で、市立病院が最大のよりどころというふうに

私は思います。そんな中で、これから進め方が遅々としてなかなか待っていても先が見え

てこない部分があります。ただ、道の見解は、どこでも医療が受けられるのが理想だが、

自治体破綻を防ぐためにも集約化を進めざるを得ないと。これは道の見解です。だから、

やはり集約化をどんどんと進めていくということになるかと思いますけれども、その辺た

だ医師不足の関係で、この派遣体制といいますか、これは市長会だとか、そういう我がま

ちだけによこせということは大変だと思うけれども、この辺市長会としては、そういう

もっともっと国、道に向けて責任の所在を、一自治体のものではないというふうな気がす

るのですけれども、その辺どうなのでしょうか。あるいは、各大学の医学部にどんどんと

定員を、医師の定数増員を図っていくというか、医者をつくっていくというか、そういう

ふうな要請等ができないものかと思うのですが、その辺あわせていただきたいと思ってい

ます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 本当に頭の痛いところですので、妙薬はないというふうに言わざ

るを得ないのですよ。今、全道市長会のお話ありましたように、全道市長会はもちろんそ

う言っています。大学も定数をふやせということを言っていますけれども、国は一定の基

準がありまして、それ以上ふやさないということがありまして、若干今回は地域医療にか

かわる分だけは道立大学で云々というようなことがありましたけれども、現実は三笠の市

立病院のことを考えて、本当にいろんなことが絡み合っているのですよ。 

 先ほど言いましたように、中核病院をやって、仮に岩見沢の市立病院がそのセンター病

院としての役割を果たすと。うちは、ある意味ではサテライトということになっているの

ですけれども、物によっては今うちだってサテライトに位置づけられている部分だってあ

るわけですよ。高度の医療が必要な部分については回しているわけですから。ですから、
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そういうふうになれば、ある意味においては中核病院であって、ここはサテライトという

か。 

 それから、経営ということから考えれば、安い、今、診療所で、それこそ高齢者の方々

２回目の診療になったら１００円単位ですよ、もうけというのは。そのくらいな厳しい医

療制度に今なっているわけですね。そういう中で、やはり高齢者の方々の医療を確保する

ということになると、やっぱりある意味においては、いわゆる出血販売ではないですけれ

ども、をしなければならん。それを住民がどこまで負担できるのかという、ここだと思う

のですよね。これはやっぱり市民が納得する部分でなければならんというふうに思ってい

ますから、そんなことがまず一つあるということ。 

 それから二つ目は、今の研修医制度のもとでは、医師不足というのはこれからも来年、

再来年度以降にどんどんついてきます。ですから、この医師不足と病院経営とどう絡み合

うかということが、必ずしもマイナスの診療部分だけが、赤字の診療部分だけの医者が吸

い上げられていくというのだったらこれは話は別ですけれども、むしろ逆に高い診療報酬

を出してくれる科の医者がいなくなるということ。これは、私たちは随分前に、毎年大学

へ行って頭を下げるのですけれども、大学病院ですらこれが現実に難しいと。現実に、教

授連中が宿直しているというのが現実なのですよ、大学病院では。このぐらい医者がもう

ほとんど民間へ行ったり、都会に行ったり。しかも、北海道の医科大学に来ている人の半

分以上は本州からなのですよ、来ている学生たちは、出身が。だから、大学を６年間卒業

して、研修医が今どこでもいいということになったら、親元のところに帰っってしまっ

て、二度と北海道に戻ってきていないのですよ。だから、一部ある程度の枠をとって、北

海道の人間だけをやるかという問題も出てきているわけでありまして、この医者不足の問

題。しかし、そんなことをぐだぐだ言っている暇があったら、毎日赤字が出るわけですか

ら、何とかしなければならんということがあるので、本当に三笠の市立病院としてどうあ

るべきなのかということを真剣に考えなければならない時期に来たと思っているのです。

そういう意味では、新年度、私がもし市長という部分にならせていただいたら、この辺は

抜本的に対応しなければならんと。このことについては、本当に住民一人一人の医療にか

かわる問題ですから、それこそ先ほど質問者が指摘していたように、住民の意見を本当に

聞いていかなければならない。自分の問題ですからね、人の問題ではないですから。こう

いうようなことを含めながら抜本的な取り組みをしていかないと、赤字をずるずるずるず

る引きずって、これからの財政運営というのは連結決算ということになるでしょう、恐ら

く。そうすると、今まで一般会計だけだったやつが、連結をすれば赤字再建団体というこ

とになって出てくるだろうし、そういう破綻法が恐らくでき上がっていくのではないかな

というふうに思っていますので、そんなことで、病院問題についてはしっかりやっていき

たいと、このように思っております。 

 それから、先ほどちらっと教育委員会の方で、この認定こども園の問題についてやりま

した。これは、平成１８年１０月から新しい法律で施行、決められました。しかし、これ
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はどちらかというと、読みますと都会ですよね。いわゆる待機者の多いところと入りたく

ても入れない、そういうことと、それから女性が職場に進出しているということで、その

間の子供をどう確保していくかということですから、直接的にはうちは余りこの認定こど

も園の部分はかかわらないのです。問題は、今私が一番頭を悩めているのは、今言ってい

るあそこのセンター、もう先ほど次長も説明しておりましたように、あそこの老人クラブ

なりその人たちが、いやあ開放して子供たちのにぎやかな声を聞いた方がいいのではない

かという人と、いやこれは既得権だということで、絶対渡してなるものかというのがある

わけです。これが調整つかないと前へ進めないというのが実態です。しかし、一方ではそ

う言いながらも、もうこっちの園舎だって大変な状況になっていますから、これではいさ

ようならとされたら、うちちょっと困ったなという部分もあるので、それらについては、

もう新たな視点で来年度あたりは考えなければならんのかなと、こんなふうに考えており

ますので、そのときはまた皆様方に御相談申し上げたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 谷津議員。 

◎１１番（谷津邦夫氏） 一定の私から市長に対する、ずっと今まで過去４年間、市長の

政治姿勢について、具体的な形で質問し、一定の見解もいただいております。そして、取

り組んでいるものもありますし、まだ保留のされているというか、まちづくりという中で

は大変大きなことも含めてありますので、先ほどから言っている市民の声を聞きながら、

ぜひこれからの民主的な三笠市政の運営に当たってほしいと、これだけ申し上げて、私の

質問を終わります。ありがとうございました。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、谷津議員を終わります。 

 次に、３番齊藤且議員、登壇質問願います。 

（３番齊藤 且氏 登壇） 

◎３番（齊藤 且氏） 平成１８年第４回定例会に当たり、さきに通告いたしましたワン

ディ・スパ三笠店について及び今後のまちづくりについて、理事者側の見解を求めますの

で、御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 まず１点目、ワンディ・スパ三笠店についてです。 

 私は、６月、第２回定例会において、温泉宿泊施設の出店に賛成の立場で質問させてい

ただきました。しかし、このワンディ・スパ三笠店は、当初５階建ての宿泊施設で計画さ

れ、年間利用客見込み数は１５万人と発表されておりました。その計画が、さらによい施

設にしたいとの理由により、工事着工が延期になり、基本計画も４階建てに変更されまし

た。また、１０月３０日、ワンディ・スパ手稲店視察が行政と議会で実施され、その直後

に３回目の計画変更が発表されました。施設の規模は変えずに、建築デザイナーの意見に

より和風を強調した表現にするため、階数を２階建てに変更すると一方的に発表されまし

た。このようなたび重なる変更は、出店企業とコンサルタント企業の事業計画の不信にも
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つながりかねず、全くの信用問題にもかかわってくると思います。このことについての当

初計画、三笠市が行う土地は賃貸で３０カ年、インフラ整備、集客に関する施策などの約

束事は継続されるのでしょうか。また、何のための議会の承認だったのか、理事者側の見

解をお聞かせください。 

 ２点目に、ワンディ・スパ手稲店視察についてであります。 

 ワンディ・スパ手稲店は、１１月１日のオープンを控え、１０月３０日視察が実施され

ました。私は、大きな期待と希望と関心を持って参加しました。スタッフの接客訓練や大

勢の訪問者でごった返す大変忙しい中を、コンサルタントと思われる社長とオーナーが施

設の案内と明年予定されているワンディ・スパ三笠店の構想や将来性の説明がありまし

た。私は、施設の案内を受けながら、障害者用の衛生設備について、また、ＡＥＤについ

ての考え方、建築資材の考え方の３点について提案と質問をさせていただきました。しか

し、正式な回答はいまだありません。そこで、この視察の目的と参加された方の意見や感

想があったのか、あったとすれば相手側に伝えたのか、お聞かせください。 

 ３点目に、このたびのワンディ・スパ三笠店は、雇用の問題や将来にわたってさまざま

な意味での経済波及効果が得られると信じております。ただ、土地の賃貸、インフラ整備

と集客に関する施策などの条件もあります。そこで、民間の事業ではありますが、あえて

確認させていただきます。１０月３０日に実施された視察で、オーナーよりワンディ・ス

パ三笠店はほかにはないすばらしい施設にしたいなどの話があり、見学会の視察の参加者

も大きな期待を受けたようでした。しかし、建築費１１億円と公表された詳細については

わかりませんが、延べ床面積で坪単価に換算したとき、坪６０万円の単価は少し高級な住

宅の価格であり、プールや大浴場を設備した宿泊施設の価格にしては非常に安価な価格の

設定ではないかと疑問に感じております。 

 また、明年３月初旬に着工し、１０月１日オープンという工期は突貫工事も予想されま

す。私は、この工期についても大変懸念を感じております。理事者側の見解をお聞かせく

ださい。 

 ４点目に、６月、夕張問題が発覚し、連日新聞・テレビなどでも大きく報道されており

ます。三笠市は、平成３年の段階から行財政改革に取り組み、市民、行政、議会の努力に

より、将来展望も少しは明るいと理解しているところではあります。しかし、その時々の

かじ取りを誤ると、第二の夕張になりかねない重大な局面であるとも考えられます。全国

的にもテーマパークの失敗や耐震偽装問題のとき、コンサルタント会社が大変大きな社会

問題を起こしたこともまだ記憶に新しいところであります。過去に、幌内鉄道村のときも

多額のコンサルタント料が支払われたと聞いております。１円のむだもできない現在、少

なくてもこの３年間のコンサルタントに対してどのような評価をしているのか、お聞かせ

ください。 

 以上で、壇上での質問を終了させていただきます。よろしく御答弁のほどお願いいたし

ます。 
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◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 答弁申し上げます。 

 今ほどの答弁の前段二つにつきましては、私の方から。それから、最後のコンサルタン

トの部分につきましては、企画振興課の方からお答えを申し上げるということでございま

す。 

 最初にワンディ・スパについて、全体の計画変更が、端的に言えば多過ぎるのではない

かと、こういうことなのだろうと思います。それで、私どもも計画変更が何度もあること

がいいとは決して思っておりませんで、それは必要によって起きることであればやむを得

ないのではないかというふうに考えているということでございます。そこで、私どもとし

ては、誘致を担当しているということもありますので、この相手とのやりとりについても

相当慎重に対応しなければならないというふうに考えてございまして、できる限り相手の

意向も尊重しながら私どもの主張もするというふうに対応しているということでございま

す。そこで、今回の計画変更につきましては、議員おっしゃるように一番最初は５階、そ

れが４階になって、今回２階までのものということでございますけれども、その計画変更

について、私どもたしか９月から、第３回の定例から今回に及ぶ中で、委員会、その他の

項目の中で御説明を申し上げたというふうに思いますが、要はより個性的なもの、施設づ

くりについて取り組みたいというお話がありまして、そのことについては何ら問題ないの

ではないでしょうかと、むしろ私どもとしては歓迎すべきことでございますというふうに

申し上げておりました。それに対して向こうで、私ども何回かの対応の中では、高さがあ

ればあるほどやはりこの和のイメージ、特に何といいましょう、壁から屋根にかけてのそ

のイメージづくりといいますか、そういったものがやはり余り高過ぎるとなかなか生まれ

てこないというようなこともありまして、デザイナーの方にもお願いを申し上げたと。そ

の建築デザイナーの方でできてきたデザインに基づいて、それが非常によかったというこ

とでございます。コストの面でも、議員先ほどおっしゃられたようなことでございまし

て、１１億円という投資額には変わってございません。さらに総体的な計画費なんかを入

れると、トータルでは総額１４億円ぐらいになるのではないかというふうに向こうでも

言っておりまして、それでもいいと、施設についてはよりいいものをつくりたい。最後に

申し上げましたが、札幌でやるのだったら今までつくっているような施設でいいのだと。

十分人もいるし、周りも来るだろうと。だけれども、この三笠という地を考えたときに、

やっぱり周辺人口というのは非常に希薄であると、そういう意味では相当１２号線を通ら

れる方やなんかにもアピールできるものにしたいということもありまして、そういう意味

では、より人の目を引くといいますか、集客性の高いものに仕上げていきたいということ

でございましたので、これは私どもとしては非常に理解できる部分でございますので、ぜ

ひやってくださいと。私どもの姿勢としては、計画を小さくして、全体を抑えてというこ

とであれば、相当程度私ども意見を言わなければならないというふうに思っておりました

けれども、むしろここのところは民間がやりやすいように、そしてやった結果、よりいい
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実績が生まれてくるように考えているのだということでございますので、これについて

は、より私どもも積極的に賛成をしてまいりたいということでございました。 

 それから、この中では、特に和みとかいやしとか、最近社会的にもテーマになっている

部分についても取り組みたいということでございまして、そういう意味では非常に和調と

いうのは日本人の心の中に深くしみ込んでくるということでございまして、いやしをより

演出するという点で全体のバランスをとって考えていきたいと。ですから、全くコンクリ

で固めたものというよりは、随所にヒノキなど木製のものを使いまして、より親しんでい

ただけるものにしていきたいと。また、一番下には露天ぶろのついた客室もセットしたい

と。こういうことでございますので、内容としては非常にいいものになってきたかなと、

逆に考えているところでございます。なお、投資の点では今申し上げたとおりですし、そ

れから施設全体の熱効率やなんかについても、これはまあ工夫すればその点では余り問題

はないものだろうと考えていますし、工期的には、そういうふうに階を下げることによっ

て相当養生期間はなくなりますので、一般的でございますけれども、４階を２階にする

と、大体私ども建築屋にちょっと積算してもらいましたら、２カ月程度工期が短縮される

ということでございますので、そういう点でもいいのかなというふうに考えてございまし

て、これは後段の部分にお答えする部分でございます。 

 それからあと、手稲店の視察でございます。 

 ここは、オープン前でございましたし、１０月３０日というのは前日でございますの

で、いいタイミングで見せていただけるということでございましたので、私どもの担当者

とともに向こうの御案内もいただいて、それでこれが実現したということでございまし

て、あくまでも参考になればということで、その全体の説明とか施設の内容について理解

を深めていただくというのが私どもの基本的な考え方でございました。私どもの中では、

あくまでもこれは健康管理、健康増進みたいなものを目指す施設でもありますので、そう

いう意味からいえば、帰りの車の中、その他帰ってきた中でも、レストランのメニューや

なんかについてももっとカロリー表示やなんかをして、そのことは一例でございますけれ

ども、その細かい配慮といいますか、そういったものについてしっかりしなければならな

いなということで、これは向こうにも申し上げようということでございましたし、議員が

おっしゃられました衛生設備等の問題につきましても、これは実は毎月１回ほど向こうと

打ち合わせの機会を持ってうちの職員を派遣しておりまして、そういう意味でその中でこ

ういう御意見もありましたよというようなことを向こうに申し上げると。これを絶対やれ

とこう言われますと、これは限界もございますので、そういう意見を申し上げてお伝えし

ているということでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 私の方から、コンサルタントについてお答えいたしま

す。 
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 御存じのように、コンサルタントにつきましては、市が持っていない専門的な知識だと

か技術者とか、そしていろいろな事例だとか、それから情報ということを持っていますの

で、市が直接的な業務をコンサルタントに委託することによって、より成果が得られると

いうことでございます。 

 そこで、この会社の評価ということでなくて、私ども考えているのは、でき上がったこ

の成果品でその評価をしているということであります。そこで、平成１６年度に振興開発

構想を策定いたしまして、この振興開発構想につきましても完成した構想書をもって評価

をしているということであります。したがいまして、このコンサルタント業務につきまし

ては、構想書の作成をもって一応終わっているということであります。その後、この業者

につきましては、この構想書の実現に向けて企業の推薦ですとか、紹介をしていただいて

いるということでございます。当然私どもも、この構想の実現化に向けましては、市の職

員みずからが企業誘致だとか、そういったものに当たっています。そんな部分では、一定

の部分でこのコンサルタントという部分では、１６年度の構想書の中で一応その部分では

終わっているということであります。あとは、先ほどずっとお話ししましたように、企業

のそういった部分で推薦だとか、そういうものをしていただいているということでありま

す。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 平成３年からの行財政改革と、私がこの議員になってからもさら

に小林市長は行政改革ということで頑張っていらっしゃって、先ほどからの答弁にもあり

ました。それで、やはり１円のむだもこれはしたくない、それは当然のことと思います。

前に、以前私の委員会での質問のときあったと思うのですけれども、今、行政は人事評価

制度だとか行政評価制度、このようなことで取り組んでおるはずですし、市の職員の中に

も１級建築士も４人いると、これは僕もかなり優秀でないかと思うのですよ。そのような

人たちの意見なんかも今回のこのワンディ・スパ、入れられているのか、ちょっとお聞か

せください。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） これは、私どもの課でこういうものが入ってきますと、

私どもの部内でちょっと組織を簡単につくりまして、その都度このお話がある部分につい

て提起をして、みんなの意見を聞きます。私ども、その中心は私どもの建設課長にやって

もらっておりますけれども、その都度この施設について、先ほどちょっと申し上げたよう

な工期の問題ですとか、それから熱効率の問題ですとか、そういうコストの問題も含めて

どうだという見解をもらいながら、そうかと、妥当なところであればそれはそれでいいな

ということでの取り組みをしているということでございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） それと、この施設というのは、将来にわたってもこれ三笠の発展
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のためにもなかなかやっぱり経営安定というのは必要な部分ではないかと僕認識しておる

ものですから、このホテルの客層をどのようなターゲットに絞っているのか。というの

は、以前からそうなのですけれども、５階建てのときも、今回のときも、この宿泊の部屋

がシングルもダブルもないというのを考えたときに、僕はお客さんをどのような客層に

絞っているのかちょっと理解できないのですよ。１人で泊まったお客さんだと当然シング

ルが妥当な話になりますし、夫婦お二人ですと、これツインになりますよね。そうした

ら、４人部屋みたいな感じが、ただ部屋数並べてあるのですけれども、こんなことに対し

ての判断というのはどういうふうに、見解なんかもお聞かせください。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 客層について具体的に議論したという経過はありませ

ん。これは今後もしていきたいとは思いますが、具体的にどうなのだということはありま

せん。ただ、こういうふうにお聞きしています。要するに、例えば岩見沢の健康ランドと

かもそうですけれども、深夜になりますと毛布等をお貸しいただいて、例えば１,０００

円なり１,５００円で一晩お泊めいただけるというふうになりますけれども、ある意味そ

れに似たような形だと思うのですが、極めて安価で、それに近い金額でということだと思

いますが、一定の時間になりましたらこの部屋に宿泊できるようにしたいと、こういうこ

とでございます。ですから、普通のホテルとか、いわゆる例えば一般のシティホテルと

か、あるいは桂沢の観光ホテルのような宿泊をさせたいというよりは、つまり前にも

ちょっとこれも委員会の際にお伝え申し上げたと思うのですけれども、ふろに来られる方

にホテルがついていると。宿泊するのに伴ってふろに入るということではなくて、ふろに

来られた、つまりスパに来られた方ということだと思いますけれども、スパに来られた方

があえて宿泊をさせてもらいたいという場合にお泊めすると、こういう施設にしたいとい

うことでのお考えがありまして、トータルでは従来のやつは５１室の２０４名だったと思

います。ですから、１部屋４名ということですけれども、今度の計画では１部屋６名にし

たいと。ですから、これはそういうふうに言うのは最大キャパですね、例えば桂沢の観光

ホテルですと、通常は４８名がキャパと言っていますけれども、最大キャパ幾らだという

と７２名というのですよ。ですから、ある意味、例えば修学旅行生みたいな方が来て泊ま

るというような場合、最大お詰めするけれども、通常であれば２人とか３名とかというそ

の利用を考えているというふうに伝えられております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 私は、本当にこの将来も安定した経営、これやってもらいたいな

と思うのですよ。なかなか三笠に来ても泊まるところがないよと、このような声も大変あ

りますので、そうするとその宿泊目的の人たちの階層というか、そういうようなことも行

政側としては、これ十分分析する必要があると思うのですよ。それで、一体この宿泊施設

は幾らで泊まれて、また一般の人を、宿泊しない人たちは幾らの入館料で入られて、そし
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て年間目標は、例えば当初１５万人と聞いていたのが、その後、何か２５万人だかに変更

になったという。それが果たして、２５万人でなかったですか。それが本当にこの空知か

いわいの中の三笠の中で安定した経営が成り立っていくのか、またさらに来年岩見沢でも

スーパー銭湯なるものができ上がるのに、それで果たして経営が大丈夫なのか、そこまで

やっぱりコンサルとしての意見があったのかないのか、これ僕重大なことでないかという

気がするのですけれども、その辺はどのように考えておられるのか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 今のところ、入館料、これは今の計画ですから、私ども

完全にオープンするときにこの金額になるのかどうかということについては再確認してお

りませんけれども、今の計画では、大人が１,２００円、子供が５００円という計画で

す。それから、今、一般的にそういう時間になってお泊めするという部分については、

２,０００円とお聞きしております。ですから、これはあくまでも現時点でお聞きしてい

る範囲ということで御確認いただきたいと思います。恐らく、その後１階にできるちょっ

と高級な露天ぶろもついたお部屋ということがありますので、これはそんな金額ではない

と思います。部屋も相当広いですし、そういう金額ではなかろうというふうに考えていま

す。 

 それから、岩見沢の健康ランドがありました際に、私どものデータで調べましたのは、

１７万人ということでございますので、私ども今スパの方で計画をお聞きしている範囲で

は、２０万４,０００人というふうにお聞きしておりまして、２５万ではありません、２

０万４,０００人ぐらい。今のこういう魅力的な形を整えての施設ですから、そのバラン

スからいうと、まあまあ解せるところかなというふうに考えていたということでございま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 私も本当に安定させた経営を望みたいものですから、別に反対し

ているつもりは毛頭ないのですけれども、ただ、このコンサルタント、先ほどの総務部長

の話だと、コンサルタントはもうこれで終わりなのですか。さらにこれからのまちづくり

で、何かコンサルタントの計画というのはあるのでしょうか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原総務企画部長。 

◎総務企画部長（森原 裕氏） 先ほどもちょっと回答したのですけれども、基本的には

振興開発構想を策定するためにコンサルタントをお願いしたわけで、その中で一応その構

想の実現に向けて、先ほど言ったように、企業を誘致するために紹介してもらうだとか、

そういう実現に向けた協力はしてもらうということでございますけれども、それに対して

市が委託料を払うとかなんとかというのは全然そういうものはございません。要は、振興

開発構想をつくるためにそのコンサルタントにお願いして、構想をつくってもらったと。

ただし、その実現に向けては、一定の協力をいただいているということでございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 
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◎３番（齊藤 且氏） 今後のまちづくりにおいて、１円でもむだを省きたいということ

で、これからのことは、そうしたらコンサルタントの契約とかそういうようなことはあり

得ないと考えていいのですね。コンサルタントからの協力はあっても、そういうふうにと

らえてよろしいのでしょうか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） これも１６年の話ですから、１６年のころに、このまちづくりの

委員会等々でこういうお話をした記憶がございます。私ども、今、コンサルという話です

から、振興開発構想を策定したときには、これは４社でしたか、４社と入札をして１社に

落ちたということです。そして、その入札をする際に仕様書というものを出しております

けれども、その仕様書の条件が、その実現に向けて絵にかいたもちでは何もならないもの

ですから、何ぼいい絵をかいても、それでつくりっぱなしで、はい終わりだよというもの

は過去何度もありましたので、要はその実現に一生懸命頑張ることという条件を入札のと

きにつけたということなのですよ。コンサルタントというのは、いろいろ知識とか技能と

かを、ノウハウをいろいろ示していただくものということですから、もうそれは振興開発

構想の時点で終わりです。それは、そのときの決算で終わりです。それから以降は、金銭

的なものはただの１円もございません、コンサルタントとしては。我々もそのときの仕様

書に基づいていろいろ業者を紹介していただいているということです。 

 また、さらに申し上げれば、例えば鉄道村の再建プロジェクトチームもその会社が中心

になって、市内外から２００人もの人を集めて、雑木をとって伐採をして、毎週日曜日

に、うちの職員も毎週出ていましたけれども、そういうことまでボランティアでやってい

ただいておると。これは札幌からも大いに人が来て、札幌の中小企業の社長連中もたくさ

ん来ていただいているし、幌内の御婦人方も炊き出しで手伝っていただいていると、そう

いうまちづくりの雰囲気が出てきているということなのです。これは金銭的なもの一切あ

りません。そっちの方もボランティアです。紹介も、これはただの一円もございません。

そういう契約はしておりません。 

 ですから、構想を策定したときに、そこでもうコンサルタントとしては終わりまして、

あとはまちづくりに業者を紹介してくれたり、ボランティアで働いてくれたりということ

が主体となっております。そんなことで、今、コンサルというよりも、そして我々も以前

にその構想をお願いした会社以外にもいろいろ岩見沢の会社ですとか、ほかからも御紹介

は受けております。そこだけではありません。私どもも、この構想書を持って営業に歩い

ています。ですから、ほかからもそういうものは出てまいります。ですから、あくまでも

これはだれに紹介されようと、三笠市として取り組むべきか、べきでないかということ、

また条件等々も相手とよく話ししての条件、その中間でなくて、相手とよく話しての条件

を整備して、これはいけるなというものについては実現に向けて努力している、そういう

ことです。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 
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◎３番（齊藤 且氏） 今、全国的に、ここ二、三年の間、やはり官製談合だとか、さま

ざまな問題が全国的に起こっている、これはもう皆さん御存じのとおりだと思うのです

よ。それで、コンサルタントと三笠市が関係なくても、そのコンサルタントと業者との間

の関係ということは、コンサルタントと業者との関係ですけれども、やはり今後のまちづ

くり的に考えたときには、誤解も与えかねないようなことにもなり得るのかなという気が

するのですけれども。コンサルタントと三笠との関係は、お金のことはないと、それは言

い切れると思うのですけれども、コンサルタントと業者との間の、そんなことはどうなの

でしょうか、心配事としては。それは民間だから当然あっていいのでしょうけれども、そ

こで一つの……。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 先ほど申しましたとおり、私ども紹介してくれる会社は、今のお

話あった会社だけではなくて、ほかにもたくさんございます。ですから、それがそこそこ

の会社と紹介元の会社と、中で紹介してくれた人とどういう関係にあるかということは私

ども一切聞いてはおりません。こういうことは私どもの範疇外でございますので、市とし

てはあくまでもその市と直に話しする相手とどうなのかということが第一ですし、それと

先ほど言ったとおりコンサルの契約は一切しておりませんので、これは一切何もないとい

うことでございます。ですから、そこの相手方とのあとは交渉事になるということでござ

いますので、これはそこと、民間と民間のことについては私ども一切聞きもしませんし、

関与もしておりません。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 明年からの、それから新たなまちづくりを考えたときに、やはり

僕は冷静な判断というか、分析というのがそれぞれ自治体でも必要なような気がするので

すよ。例えば三笠にイオンが誘致されたよと、それはコンサルタントの力があったのかな

と。あったかどうかという判断というのは、これはイオンですので、イオンが三笠の利便

性だとかそのような評価をしてくれた、だから来たのかなという評価もできると思うので

すよね。コンサルタントのおかげで来たのかどうかという判断ですよね。そして、今回の

ワンディ・スパも、コンサルが引っ張ってこれたのかなといったところで、これは三笠の

この土地柄の利便性だとか、そんなことで向こうから来てくれたのかな。このときに、コ

ンサルが果たして力を発揮してくれたのかどうかという、この評価というか分析、それは

どうなのでしょうか。コンサルがいなかったら来なかったのか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 端的に申し上げますと、コンサルの力が非常に大きい

と、端的に言って全く問題ないと思います。 

 イオンの方々、いわゆる開発部の方々と私ども何回か接触させていただきましたけれど

も、このコンサルの社長の力がなければ三笠には行きませんと、この地域に立脚したいと

いう気持ちはありましたと、どちらかといえば岩見沢の西側ですと。つまり札幌に近い方
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ということで、今非常に発展を遂げているところですけれども、そういう発言が何度もあ

りまして、しかし熱心にこの社長が三笠について、自分の出身地でもあるので、何とかし

てくれという熱意がありましたと。それに基づいて、私どもはこれから三笠に入ることに

いたしましたというふうに何度も言っていただきました。これはもう明確なことでござい

ます。 

 それから、スパの誘致についても全く同じでございまして、私どもとしては何らかのア

ミューズが欲しいということでずっと考えてございますけれども、なかなか私どもの力で

は実現が難しかったということでございますけれども、この社長があえて今の客体である

ソフィア中村さんを引っ張ってきていただきまして、御紹介をいただいて、ぜひ進めよう

ではないかというところまでこぎつけていただいたということでございまして、振興開発

構想の前段つけました条件について真剣にお考えいただいて、何とか実現を一つ一つ本当

にしっかりとやっていただいていると、大変ありがたいなというふうに思っているという

ことでございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 齊藤且議員。 

◎３番（齊藤 且氏） 人それぞれの判断だとか、それぞれの行政の判断、これはやはり

僕は誤ったら、第二の夕張という言葉を使ったらちょっと語弊あるかもしれませんけれど

も、しっかりしたかじ取りがこれから必要になると思うのです。決してこの三笠のまちは

利便性を考えたときに、僕は本当にすばらしい場所にあるのだなと。だから、その人その

人の判断を間違わないような、これからのかじ取りをしっかりとお願いしたいと思います

ので、あえて。 

 これで、私の質問終わらせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 最後に、私の方から申し上げたいと思います。 

 私どものまちは、企業誘致することによって法人税なり固定資産税をいただくというこ

とでは、三笠市の財政をよくしていくという意味では極めて重要だと思っています。今お

話ありましたワンディ・スパの問題、あるいはイオンの問題についてもそうですが、ある

程度固まった段階で私イオンの本社へ行って、担当の部長さんとお話ししたときに、三笠

の歴史を語ったときに、向こうの人はこの三笠の地に５回も来て、私たちに会わないで、

三笠の市民や、あるいは三笠の図書館へ行って三笠市の歴史や、あるいは博物館へ行って

三笠市の生い立ちやら、すべて学んで学習をして、三笠というまちがかつて北海道の開拓

にとって極めて重要な役割をしたのだと、そういうしっかりとした認識のもとで、常務会

なり取締役会にかけて、それこそ１年も２年も資料を用意してやってきたのだということ

を聞かされたときに、本当に企業というものは将来にわたって生き延びていくために立地

条件というものをいかに調査しているのかということで、私は非常に感銘を受けたわけで

あります。そういう意味で、今回のイオンの問題についても、決してコンサルタント会社

が言ったからその企業がここに来る、ここで一もうけしようなんていう、そういう考え方
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の企業というのは私は淘汰されていくものだと思っておりますし、現実の長い歴史の中で

そうでないかというふうに思っています。 

 それから、御承知のように免疫生物研究所は、これは今中小企業整備機構、こう言われ

ましたけれども、昔は地域整備公団というのですか、そこの紹介と北海道の経済部の紹介

で来ていただいた。ですから、私たちは本当に企業誘致するために網の目のように、もう

ちょっと話聞けばすぐ飛びついていくと。特に、今、私のところ正直申し上げて、岩見沢

と競っている部分というのがあります、現実に企業誘致の段階で。少しでも三笠に来てい

ただくためには、それなりの対応なり、あるいは場合によっては細かいことも含めて提示

申し上げて、いろいろと来ていただいているということでありますから、決して私どもい

いかげんに何かをするということではなしに、きめ細かく企業誘致を進めているというこ

とを御理解いただきたいと、こんなことを申し上げます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、齊藤且議員の質問を終わります。 

 この際、暫時会議を休憩します。 

休憩 午後 ２時５２分   

再開 午後 ３時０２分   

◎議長（扇谷知巳氏） 休憩を解き、会議を開きます。 

 次に、１６番阿部議員、登壇質問願います。 

（１６番阿部 進氏 登壇） 

◎１６番（阿部 進氏） 交際費を主とした議会費について、文書の提示してあります質

問をさせていただきます。 

 さきの平成１７年度決算認定の特別委員会では、かなりの論議をさせていただいたと

思っておりますが、最終的に本定例議会にて各議員の自主的な判断で決定が出されると

思っておりますが、論議の全貌や問題点は、三笠市情報公開条例の精神に基づいて、市民

判断のいただけるようであるべきだと思っております。しかし、特別委員会の論議は、平

成１７年度に局限されており、その論議の中で、議長交際費の渉外費での経費を必要とす

る理由の議会運営対策会議は訂正となったというような経過を踏まえておりますけれど

も、これには平成１５年度より１６年度、１７年度、１８年度と連続性があり、論議なく

終わってしまうべきではないということで、問題の提起をさせていただきます。 

 第２の理由としては、平成１５年度、１６年度は、既に議会で認定済みで適当ではない

という考えがあるかもしれませんが、市民クラブは１７年度、１８年度には議会運営対策

会議としての飲食には関係ありませんが、当時、扇谷議長の責任会派として、平成１５年

度、１６年度には渉外費との解釈にも誤りをし、その結果として、議会運営対策会議とし

ての経費を必要とする理由としての処置は知らずに、これを認めることはできませんけれ

ども、平成１５年には、阿部としては５日８回、猿田議員としては３日６回で、特に不徳

の３次会もあり、平成１６年度には、阿部４日５回、通算すると阿部は１３回、猿田議員
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は３日６回、この使用金額は均一計算で、市民クラブとして８万９,８１１円であり、こ

の使用は不適当であったと思っております。市民の税金の使用には重大な責任を感じてお

り、その責任表明のためにも１５年度以降、１８年度の連続議会審議が必要と考え、本定

例会での通告質問をしなければ、これではこの問題に対する風化であり、何らの教訓、将

来にわたる対策が一切なくて終わってしまうのは残念な限りと思っております。 

 そのために申し上げることは、この４年間の通算で、議会運営対策会議の飲食は７２

回、１１３万６,９９５円、このようにありますけれども、市民クラブは市民に対する責

任は同一で重大であり、責任対処が必要と考えております。市民クラブは、会派代表者会

議等にても、市民対応の責任処置を述べていましたが、現在にても関係議員の強制はあり

得ませんが、強い関係者に対する期待もあります。市民クラブは、寄附行為の規制の検

討、克服で、責任弁済等にて市民責任にこたえる対応、行動があることを述べさせておい

ていただきたいと思います。できるならば、議会全体としても、関係者としても、市民に

対する責任対応を心から期待したいものだということだけは述べさせておいていただきま

す。 

 次に、議会としての教訓にかかわる問題であります。 

 公費使用４市議員親睦ゴルフ大会の経過は、かなりの論議をいたしましたから、今、特

別の論議をしようとは思いません。おのおの意見の違い等もありますけれども、一つの教

訓として、将来に残す必要があるということで述べさせていただきます。 

 昭和５７年３月１５日、夕張市議会の斉藤直已議長が、全国議長会関係での公費主張中

にゴルフを行ったことが新聞報道され、議会でも問題となり、任期を１年１カ月を残して

みずから辞任いたしました。今より２５年前のことでありますけれども、このゴルフに当

時の三笠市議会議長も同時に同伴プレーを行って、三笠市議会でも騒ぎになっており、当

時、議会選出の監査委員として監査委員会でも論議となり、適当なことではないことは当

然であり、今後このようなことがないように、辞任はなかったのですが、議会の大きな問

題としてありました。今、この時点での現役議員は岩崎議員と私のみでありまして、多数

の議員は何ら関係がないであろうと、こういうふうに思っておると思います。それは当た

り前のことかもしれません。しかし、公費使用の４市議員ゴルフ大会は、この事件の８年

後の平成２年より始まり、残念ながら歴史的教訓が議会に生かされていない。今より１７

年前とすれば、昭和５７年の議長ゴルフ問題を知り得ていた現役人も多数いたはずです。

誤りを２度犯す、議会としては許されない失態で、この当時、私と岩崎議員は落選中であ

り、復活の状況については知りませんでしたが、通算すれば負担金１万５,０００円１０

回で１０万５,０００円、景品代も３万８,０００円とすれば６万８００円で、１６万５,

８００円の市民の税金のむだ遣いということになります。これらの教訓が生かされておれ

ば、このような事実は防げたというふうに私は考えております。それに加えて、４年ごと

の大会事務局としての議会事務局の準備、実施の経費負担も５回であるというふうになり

ます。 
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 そこで、教訓として、このむだ遣いの教訓を正しく議会に残すべきであり、三笠市議会

が本来当番市としての大会実施の議会職員は有給参加と聞いていますが、大会実施の事務

局経費の推計ができると思いますので、推計経費額があるとすれば教えていただきたいと

思います。 

 これにつきまして関連的なものは、質問席について質問させていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小田議会総務係長。 

◎議会総務係長（小田弘幸氏） 平成１８年７月１０日実施の４市議会議員親睦ゴルフ大

会の事務局が携わった推計経費としましては、他市との日程調整や開催案内、結果報告な

ど、勤務中に要した経費が２人で１３時間、金額に換算いたしますと２万３,６７０円、

当日業務といたしまして、有給休暇の分が３人で１４時間、金額に換算しますと２万６,

６９０円、計５万３６０円、そのほかに用紙印刷代といたしまして７４２円となりまし

て、総合計で５万１,１０２円となっております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） ただいまの件についても、これは再三論争されたことでありま

すから、これはおのおのの判断があると思いますので、特に私の方からどうすれこうすれ

ということは言いませんけれども、これ自身についても総額的に言えば、５回やるとすれ

ばかなりの金額になると。こういうようなことについての配慮があって当然だろうと。一

つの教訓とすべきであるということをまず申し上げておきます。 

 そこで次には、交際費執行での個人名の開示等については、プライバシーの関係で大変

な問題を持っております。私は、後で監査委員に要望ないし希望を申し上げる意味で、次

の事項について聞かせておいていただきたいと思います。 

 一つは、議長交際費の執行で、対外的な交際上に要した経費執行に、詳細な団体名及び

個人名の開示の有無について、全国市議会議長会の見解で、三笠市情報公開条例の取り扱

いは、交際費も相手方の団体名、職名、氏名（名簿）、出席人員などの公開をすることと

されていると。ということと同時に、この公開は個人のプライバシー保護の関係にても、

公開しても保護に該当しない、このようなことについての見解を事務局からお願いしたい

と思っています。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小田議会総務係長。 

◎議会総務係長（小田弘幸氏） 三笠市の情報公開条例といたしましては、平成１１月３

月の第１回定例会で条例提案されまして、施行が１年後の平成１２年４月１日からとなっ

ております。 

 議会内部の収支といたしましては、平成１１年２月２３日開催の議長招集の会派代表者

会議の中で、また、議会に対する行政からの説明といたしましては、平成１１年２月２６

日開催の市長招集の会派代表者会議の中におきまして、情報公開条例の食糧費、交際費、

旅費に係る公文書公開の取り扱いについてということで説明をいたしております。 
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 考え方としましては、交際費の部分では、交際費は行政の円滑な運営を図るため、関係

者との懇談や慶弔等の対外的な交際に要する経費であり、相手方との信頼関係または友好

関係の維持及び増進を目的として行われますが、食糧費と同様、その使途については、住

民の疑惑を受けやすい経費でありますので、相手側との信頼関係に配慮しつつも、市民等

から批判を受けることのないよう、適正な運用を図るものとし、食糧費と同様の考え方

で、食糧費と同様の考え方と申しますのは、食糧費については原則すべて公開することと

したが、公開することによってその情報が悪用され、相手方に著しい損害を与えるものと

考えられる債権者の取引先、金融機関名及び口座番号並びに印影についてのみ非公開とす

ることになっております。また、公開基準が一覧表で示されており、その中で所要経費の

詳しい内訳、そして本市出席者はもちろんのこと、相手方の団体名と職名、氏名（名簿）

出席人数を記載し、情報公開に備えるということになっております。事務局といたしまし

ても、事務的にこのように進めてきております。 

 また、プライバシーの保護の関係につきましては、三笠市情報公開条例第８条第１項第

１号で、公表することを目的として作成し、または取得した情報については個人情報に当

たらないとなっております。したがいまして、交際費に関しましては、公表することを目

的とし、また前提として相手方の団体名と職名、氏名（名簿）、出席人数を記載し、公開

することになっておりますので、プライバシーの保護には全く該当いたしません。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） いわゆる議長の勇断で、議員に配付された内容から見まして、

口座以外については全部公表しても差し支えないと、こういうふうな説明として理解しま

す。 

 同時に、もう一つ我々が教訓として理解しなければならないのは、過去は、交際費は一

部機密費扱いにされていたと、そういう時代と今とは全く変わってきていると、その前提

に立って対応する必要があると私は思っております。その意味で、特に企画総務部長より

確認をさせてもらったものの中に、情報公開条例の作成に当たって、各執行機関は、議会

も含め、交際費は債権者の口座等を除くすべてを市民に公開するということを市民に周知

したと、こういうふうになっていますが、事務局ではそれを確認していますか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小田議会総務係長。 

◎議会総務係長（小田弘幸氏） 以前に総務企画部長に確認したところ、情報公開条例の

施行に当たりまして、情報公開条例を作成したときに、各執行機関、議会、監査、公平委

員会、教育委員会、農業委員会などに、すべてを説明していると聞いております。 

 したがいまして、食糧費、交際費につきましては、債権者の口座番号、印影以外すべて

公開するということが市民周知されているというふうに判断されております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部委員。 
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◎１６番（阿部 進氏） 次に、議会交際費は、ちょっと後でも述べますけれども、国の

考え方も扇谷議長の考え方も一致しているというふうに思っています。 

 少しく述べてみますれば、扇谷議長は９月１１日の議員協議会で、対外的に交際上必要

とするものとして予算執行させてもらっている、以下も以上もない、政治判断で執行した

と、こう述べています。すなわち対外的活動だと。この対外的活動というふうに述べられ

ているわけですけれども、それに対して、私も含めながら明確に感じない部分があったの

ではないかと、今まで。そのものについては、やはり今後については、それを基準として

ある程度理解しなければならないのではないだろうかと、こういうふうに思っています。 

 そこで、自治規則１５の２、この中で、交際費は対外的な折衝のために公用として支出

されるものであるから、単なる内部的な会議の食糧費等のような経費として支出されるべ

きものではない。節区分で、時間内の会議における食糧費的な経費は、１０節の交際費支

出ではなく、１１節の需用費としてするべきである、こういうことが自治規則１５の２で

言われています。これらを十分理解しないと、誤りを犯す。このようなことも考えており

ます。将来のために、これらのことを議会全体で知りたいという私の主眼があります。 

 全国市議会議長会の法制主幹の見解として、交際費とは対外的な交際に伴う支出が主で

あるので、使途が趣旨と合致するか、加えて議長の説明責任が果たせるかどうか、交際費

の許容範囲を明確にするのは法的判断である。ただし、交際費の使途において２次会的な

支出は、平成１０年９月の大津地裁において、違法と判断されるのが相当という判例もあ

ると聞きますが、事務局のこれらに対する御見解を聞かせていただきたいと、こう思って

います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小田議会総務係長。 

◎議会総務係長（小田弘幸氏） まず、交際費の地方自治法上の明文化という部分をお答

えしたいというふうに思いますけれども、交際費というものにつきましては、地方自治法

上、今、議員がおっしゃりました自治規則１５条の２で、別記ということで書いておりま

す。 

 別記とは何かと申しますと、節の区分ということで、交際費もしくは食糧費もそうなの

ですけれども、そういった区分としか書かれていないで、それに対する説明というものは

ございません。したがいまして、法的に交際費とは何ぞや、食糧費とは何ぞやということ

はないということになっております。 

 しかし、昭和２８年７月１日に行政実例で示されているのがございます。そこには、当

時、自治省の行政課長が千葉県の総務部長あてに回答したものとしまして、交際費とは、

一般的には対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のため

に必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費であると。

これが法のつくったものの見解として生きております。 

 したがいまして、各参考書と申しますか、法解釈の本によりますと、この部分が交際費

とは対外的な経費ですよということもよく出てくる法解釈というふうになっております。
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食糧費につきましても、そういった部分があるものですから、交際費同様に、そのような

法解釈という形になっているというふうに思っております。 

 それと、今おっしゃいました平成１２年９月の大津地裁において、違法と判断された判

例でございますけれども、これも全国市議会議長会の法制主幹に確認したところ、確かに

交際費の使途におきまして、２次会的な支出は平成１０年９月２１日の大津地裁で判決が

出されております。判決内容といたしましては、２次会は一般的に専ら遊興のための場と

いう色彩が強く、行政事務執行上、直接必要であるかについては大いに疑問があるところ

であって、２次会に係る支出については、接遇の費用が幾ら少額であっても、その必要が

認められない限り、社会的儀礼の範囲を超えるものであり、支出の違法性が推認されると

解するのが相当であると判示されております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） それで、本来、当初は１５年度から１８年度まで一括論議した

いというような議員の多くの意向だったと思うのですが、残念ながら今日の事態では、あ

す１７年度決算の採決、それ以外については終わりだと、こういうような事態です。しか

し、私は教訓は残していかなければいかん。それから、深く突き詰めて問題を、やはり論

議していくと、精査していくと、こういう姿勢が誤りを犯さない結果を生むと、こういう

ふうに思っています。また、私自身、誤りを犯していたと思っている一部分があります。

このことについても、全体の中で消化していきたいと、こう思ってはいますが、一に申し

上げておいて、これらについては直ちにどうすれこうすれとは私申し上げませんけれど

も、そういう誤りが発見されたら、それを直していくと、こういう姿勢を謙虚に持ってい

ただきたいということだけ申し上げて、一つの事例だけ申し上げます。これは、平成１６

年９月２４日に、もう既に議会運営対策会議というのは、けんけんごうごうやりまして、

一定の方向が出ていますから、それに追い打ちをかけるようなことでは余り適当ではあり

ませんけれども、この場合は、亡くなった北川氏だけの出席であると。こういうものにつ

いては適当だとは思いませんので、将来的な参考にしてもらいたい、こう思っておりま

す。 

 次に、先ほど言いましたように、交際費については、明らかに支払い口座以外、参加し

ている相手方の名前もわかるようなことでやるべきだと、こうなっています。例えば１８

年４月２０日、これはことしのことですから、今後、訂正されないわけがありません。訂

正することを私は強要もしませんし、それはおのおのの判断でやってもらいたいと思って

いるのですが、山崎、高田、山口という名前の提示しかありません。実際は、これだけを

見ると、だれであるかは不確定です。こういうことについては、十分頭の中で配慮して、

事後に対応してもらいたいということだけ申し上げておきます。 

 以上で大体の質問は終わるのですけれども、私としては、市民クラブとしては、先ほど

言いましたように、私自身１３件の誤りを犯しております。この責任を、市民に対して多
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様な態度をとらなければいかんと思っています。 

 ですから、まず第一番目に弁済をしたいと思っています。しかし残念ながら、弁済につ

いてはいろんな制約がある。寄附行為、寄附の規制、寄附の禁止、こういう行為があると

いうことで直ちにできません。それは、その飲食の行為を実施した人全体が一致すれば返

済は可能だと、こういうふうに理解していますが、それ自身もなかなか一致を見ませんか

ら、直ちにどうするこうするということはできませんけれども、私としては市民に対する

責任を持たなければいかん、こういう態度を持って、今後についても対応していきたい、

こういうふうに思っております。ですから、いかにして返済できるかと、こういうような

努力を重ねていきたい、こういうことだけは申し上げておきますし、それに伴ういろんな

対応もあるということは申し上げておきたいと思っております。 

 そこで一つ、寄附行為で、議長交際費の支出に対する一部返還について。これは、市民

クラブとしては返還をすべきであろうと、こういう態度を持って調査した結果なのですけ

れども、現年度分については戻し入れは可能であるけれども、通年度分については雑入と

なると、こういうふうになられております。ただし、使用の品目が特定されている場合、

その経費と同額を返済するものであれば、寄附とはならないと。すなわち、４市のゴルフ

大会経費が、１５年度であろうと１６年度であろうと１７年度であろうと、１人での支出

である場合は、１人の決断によって返還することは寄附ではないと、こういうふうに示さ

れていると思っているのですけれども、これについての考え方。 

 それから次に、議長及び当該議員の２名おる場合、２名が返すと言っても、議長の執行

上の責任で意思が決定している場合については、返されない。こういうようなのが実態だ

と思います。これについての考え方があれば、ちょっと聞かせてください。 

 議長、寄附行為の制限上のことがあるのだけれども、我々が使用した場合、返したいと

いう場合、どうするのかという具体的な事例なのですよ。だから、例えば今すぐ答弁でき

ないというのであれば……。事務局いいですか。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小田議会総務係長。 

◎議会総務係長（小田弘幸氏） 公選法上の寄附行為という形の中で、ちょっと私確認し

た段階によりますと、参画した方全員が、みんなこれは間違いだったと、公費で使用した

のは間違いだったということで、皆さんがそれぞれ納得して、全員が了解を得るのであれ

ば、その部分については返還しても差し支えないというようなことを聞いた覚えがありま

す。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） したら、それはそれで事務局がわからないのだから、専門的な

ことですから、もし選管でわかっていれば後でも答弁いただきますけれども、なければな

いでいいのです。 

 それで、次には監査に対してちょっと質問させていただきます。 
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 監査については、行政実例として交際費の内容まで監査することは、経費の性格にかん

がみて適当でない。収支の経理手続については、これを行うこととしては差し支えない。

こういうふうに、非常に制限をされていると。余り深入りするなというような言い方をし

ているように思っています。ですから、三笠の監査が適当でない監査をしたというふうに

は思っていません。ただし、最近、きのうの新聞にありましたように、行政の不適当なこ

とについては、議会の監査と議会の牽制と、監査も不十分ではないかということが最近強

く言われています。やはり行政の不十分さをちゃんと見定めるのが議会であり、また監査

でもあると、こういうふうに言われている時代だと思います。 

 そこで私は、先ほど聞いたわけですけれども、例えば、うちの情報公開条例が決まって

しまったということになれば、口座以外は公表していいということになってきました、公

表していいと。それから、それを公表したとしても、個人のプライバシーの保護との関係

はないと、自由ですよと言われてきた。そうすると、私は監査ももう一つ踏み込んで、例

えば私は決算委員会の書類審査をさせてもらいましたけれども、あの書類審査は資金前途

方式の仕様しか出ていません。ただし、実際は、これは監査にも見てもらったのですが、

こういう書類を議長の勇断で出されたとしても、違法でもないし、個人のプライバシーの

保護を否定しているわけでもない。とすれば、今後は可能な限り、監査したものは議会の

決算の書類審査に出してはどうかと、出していただきたいという気持ちなのですよ。その

ことによって、見ることが可能なのだし、早く見ることによって防止することが可能だ

と、私はそう思うのです。そういう意味で、これは監査の努力をいただきたいと。法的に

何も違法ではないわけですから、努力をいただきたいと。このあたり、どんなものでしょ

う。 

◎議長（扇谷知巳氏） 宇野監査委員。 

◎監査委員（宇野政美氏） まず、交際費に対する監査の執行についてお話をさせていた

だきます。 

 質問者おしゃったように、私ども監査を行う場合には、行政実例といいまして、総務省

の行政判断というか、行政解釈といったものに拘束されます。そういったものを通して執

行しているわけなのですけれども。それで、定期検査ですとか、定期監査ですね、ですか

ら随時監査と一般監査の場合ですけれども、交際費の内容まで、議員がおっしゃるように

経費の性質にかんがみて適当でないと。しかし、収支の経理手続については、これを行う

ことは差し支えないということはおっしゃるとおりでございます。このことにつきまして

は、経費の性格をかんがみますと、どのような場合にどのような必要性に基づいて、どの

ような場合にどのような内容にわたる交際費を支出したかということの判断は、これは専

ら長その他の機関が、行政上の必要ですとか、それから効果等を総合的に判断して決定す

るべきものであるというふうに思われます。 

 したがいまして、監査委員が内容まで監査する、いわゆる内容まで踏み込んで監査をす

るということになりますと、私どもが長その他の機関の判断に立ち入るという結果になっ
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てしまうということから、こういった問題については、当・不当も含めて、その機関が判

断すべきであるということが適当ではないかと、こういうことになってございます。こう

いうことから、この交際費の使用者において判断される面が多いという経費の性質上、そ

の判断を尊重するという取り扱いということが適当だという考え方をとっているわけでご

ざいます。 

 したがいまして、１７年度の決算審査におきましても、私ども交際費の支出手続、つま

り計算に間違いがないか、それから帳簿上の整理が行われているか、それから支出の年度

ですとか、科目ですとか、こういったものが適当であるかといったような、専ら会計の観

点から監査を行いまして、定期的に処理されているということで判断をいたしたところで

ございます。 

 しかし、議会も含めてですけれども、要求監査というのがあるのです。それから、住民

の監査請求もございます。こういった特別監査といっていますが、これらについては、交

際費の内容まで監査することができるということになっております。ただ、その監査結果

の公表でございますけれども、これにつきましては、実施した監査の対応を示して、その

結果の、いわゆる法的ないし事実上の適・不適を公表すれば足りると、こんなことになっ

ておりますので、今、後段で申しましたような、すべて情報公開で可能だということでご

ざいますけれども、この品目の性質上、適当な配慮が必要だという考え方がございますの

で、通常の経費と若干考え方が違う部分があるということで、私もとらえているというこ

とでございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） それは、私そのとおりだと思うのですよ。ただし、今うちで

は、情報公開条例で口座以外は公表していいという時代になってきたのですよ。その時代

になってきたのは、これはある自治体とない自治体もあるでしょうけれども、そういうこ

とを加味すれば、積極的な監査ということで、こういうことが予防されるのだったらやる

べきではないかというのが私の考え方なのですよ。ですから、今言われるように、その問

題は、例えばこの前の決算委員会における委員会での乖離の有無のついての変更があった

りなんだりすれば、議会議決によって監査請求すれば調査しますよということだと思うの

ですけれども、調査する前にも、当然情報公開ができるような状態なのだから、やはり

もっと踏み込んでやることの方が正しいのではないのかという意見なので、これは私今

言っているのは、大体そういう上からの考え方だということはわかっていますけれども、

抵触しないのであればやっていいのではないのかいと。それは、若干監査に時間を要する

かもしれないけれども、間違いを発見すれば、そのときですぐ直させることが可能なので

すから、このことは検討してもいいのではないかと、こういうふうに思っております。こ

れも食い違いが大きくなってくるから、ひとつその程度でとめらせておきます。 

 そして次は、さっき申し上げた寄附の規制に関してです。 

 これは、さきの議員協議会で、公明党の齊藤議員が言ったことが非常に含蓄のあるもの
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だと私思っているのですが、公明党の議員に対して、埼玉県の運動会で２,０００円払っ

て観戦したと。それが寄附行為で、書類送検された。だから、今後は扱いについて十分気

をつけてと話があった。僕の考えは、今まで正しいと思ってやってきたことが、ある日突

然、法に触れる可能性もあるので十分気をつける必要があるとの意見でした。大体こんな

意見ですね。私は、含蓄のあることだと思っているのです。 

 これと同時に、この交際費の対外的経費としての使い道については、慎重を期しなさい

というのが自治省の通達にあります。例えば、名前一つつけ足しただけで問題になります

よと。ですから、非常に微妙なものとして存在しています。これは、齊藤議員が言ったよ

うに、注意すべきことだと。十分交際費の使い方についても、一部見るとどうも危ういな

と思われるようなことがないわけではないのです。そのようなことがないようにすること

が必要だと、こう私は思っています。 

 そして、特に寄附の制限というのは、まず現役の議員、市長、そういう役職に立つ者

は、日常いつでも寄附行為に該当するものは問題になりますよと、選挙の期間だけではな

いのですよと、こういうふうに言われています。こういう事情について、特に食事の、い

わゆる飲食代の提供については、十分な関心と注意を払わなければいかんと、こう言って

います。その意味で、私らもわからないでやっている場合がありますから、知り得る限り

のことを一応知らせてもらいたいと、こう思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 内田市民生活課長。 

◎市民生活課長（内田克広氏） ただいまのことにつきましてお答えいたします。 

 この寄附行為につきましては、公職選挙法第１９９条の中に寄附の禁止というものがご

ざいまして、地方公共団体の議員及び長の寄附行為は禁止というふうになっております。

一応この寄附の定義でございますが、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交

付、もしくはその約束で、約束したこともそうなのですが、約束で、党費、会費その他の

債務の履行としてなされるもの以外のもの、これらのもの以外のものということになって

おりまして、日常、我々が言っております寄附という言葉の意味よりもかなり幅広いもの

でございます。先ほど言われたように、やはりこの中には選挙の期間があるないにかかわ

らず、また時期のいかんにかかわらず、常時これらにつきましては禁止されているという

ことでございます。 

 実際に、この中では、ちょっと事例を申し上げた方がわかりやすいのかと思いますが、

例えば寄附行為で認められているもの、どんなものがあるのかといいますと、親族に対す

る寄附行為ということで、６親等内の血族、配偶者及び３親等内の姻族、こういったこと

に対しての寄附は認められております。それから、専ら政治上の主義または政策を普及す

るために行う講習会その他の政治教育のための集会に関して必要やむを得ない実費の補償

とする場合、ただし食事とか食事料の提供はできません。あるいは、みずから自分が出席

する結婚式の会費、葬儀の香典、これにつきましては、今まで平成元年に法が改正されま

して、公職選挙法２４９条２の３項で、みずから出席する場合の結婚式の会費と葬儀の香
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典はよろしいというふうになっております。それからあと、公費の名前で、例えば自分の

名前を記載しないで、例えば三笠市長というふうな形で出す場合、これは構わないという

ことでございます。それからあと、区域内の年賀状とか寒中見舞い、暑中見舞いは禁止さ

れておりますが、ただ例外としまして、答礼のため、年賀状が来たということで返事を出

すということですね、このために自筆によって出すものはよろしいということになってお

ります。 

 それから、先ほどの阿部議員の質問の中で、過年度分の場合の寄附行為の関係でござい

ますが、実際に議会でもって決算の議決がされまして、議決も済んでいるということで、

過年度の場合、こういったものは戻し入れはできません。確かにできませんが、ただ先ほ

どもちょっと議会事務局からお話もありましたが、過去の決算が間違っていましたと、誤

りでしたということで、新たに議会の議決を経て、誤りを認めた場合は、戻し入れができ

るというふうになっております。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） そのあたり、ちょっと違うのですよ。ちょっと違うのは、私が

調べた限りにおいては、現年度分は精算前であることから、当該経費に戻し入れは可能で

あると。ただし、過年度分、いわゆる決算が終わった部分については、雑入として入れれ

ば、入れられる可能性があると、こう言っているのですよ。というのは、なぜこういうこ

とを私やるかといったら、私は、市民クラブは１７年、１８年は一切関係がありませんけ

れども、１５年、１６年度はあります。この前の論議も、１７年の決算が中心で、対象外

なのです。対象外の中で、我々としては、そういう使い方をしているから、これは隠すべ

きものではなくて公然と示して、それを含めながら責任は責任として感じながら、市民に

対応すべきであろうというのが私の考え方なのです。市民クラブとしての考え方なので

す。猿田さんと一致しての統一した考え方なのです。 

 ですから、我々が返せばそれで済んだとはならないと思います。それ以上の責任はある

と思いますけれども、まず不適当な使い方だとして判断すれば、それは市民に当然返すべ

きだと。市民に返すというよりも行政に返すべきだという姿勢と精神を持っています。そ

の返すためにどうするかということで、寄附行為にはならないような方策がないかという

ことで調べた結果、一定に合意があれば、これは可能だというふうに言っていると思って

います。 

 ちょっとこれ読ましてもらいますけれども、対象となる議員が議長と当該議員２名の場

合、例えばうちの市民クラブ２人です。議長です。３人の場合、そのうち２人のみが返還

する場合は寄附となります。私と猿田君が返した場合は、これは寄附となります。ただ

し、議長もその事実を認めて返していいよということになれば、寄附ではありませんとい

うことなのですよ。と、こういうふうに書かれています。ただし、議長は議長の判断で

やったことでしょうから、それを曲げないよということになれば、一致しないから返還は
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不可能だと、こういうことを言っています。ただし、これもこれからの努力なり、誠意の

見せ方なり、または市民クラブとしてのいろんな検討の上で、市民に責任を持つという姿

勢でやる対策はとらなければいけないと私どもは思っています。それは、どういうふうに

するかどうかは今申し上げるわけにはいきませんけれども、市民に対する責任を持つとい

う姿勢は持ちたいと、それに伴う対策は起こり得るということだけ申し上げて、終わりま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、阿部議員の質問を終わります。 

 これをもちまして、通告のあった質問はすべて終了しました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 本日は、これをもちまして散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会 午後 ３時５０分   
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